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口蹄疫の疫学調査に係る中間取りまとめ

－侵入経路と伝播経路を中心に－

平成２２年１１月２４日

農 林 水 産 省

口蹄疫疫学調査チーム

１ はじめに

本年４月２０日、我が国で１０年ぶりに口蹄疫の発生が確認され、７月４日までの間

に２９２例の農場で発生が確認された。口蹄疫の発生直後、農林水産省及び宮崎県は、

それぞれ疫学調査を専門に行う疫学調査班を立ち上げ、両班で連携して疫学情報の収集

・分析を進めてきた。

宮崎県疫学調査班は、発生の情報が寄せられたすべての農場に対して、速やかに立入

調査等を実施し、家畜、人、車両、物の出入りや農場関係者の海外渡航歴、野生動物の

目撃状況等の疫学関連情報を収集した。

さらに、これらの調査を補完するため、国及び県の疫学調査班が協力して現地調査や

関係者・関係機関への聞き取り調査を含めて追加的な調査を行った。

、 、 、また 疫学調査を進める上では 各農場における発症日の推定が極めて重要であるが

（独）動物衛生研究所の協力を得て、各農場における臨床症状や抗体検査の結果等に基

づき２９２例すべての農場における発症日を推定した。

８月２５日の「口蹄疫の疫学調査に係る中間的整理」の取りまとめ後も、海外からの

ウイルス侵入経路に加え、初期の発生事例から他の農場への伝播経路や、他の農場に比

べてバイオセキュリティが高いとされた農場への侵入経路の解明が課題として残ったこ

とから、発生農場への再度の立入調査や関係者への聞き取り調査を始めとする各般の追

、 。加調査を行い 口蹄疫ウイルスの侵入経路と発生初期の伝播経路に関する検討を行った

本取りまとめにおいては、以上の検討結果を詳しく記載した。
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２ 疫学調査の目的及びその調査方法

（１）疫学調査の目的等

① 発生の原因究明と再発を防止するための対策を提示することを目的とし、以下を

内容とする疫学調査を実施。

ア 発生農場と接触のあった人、家畜及び病原体をまん延させるおそれのある物品

に関して、発生農場を含めた関係者への聞き取り調査等

イ 疫学的な関連がある農場における異常畜の有無の調査

ウ 発生農場周囲の農場における異常畜の有無の調査

② 感染源と想定される主な要因

ア 家畜の移動

イ 人及び車両
・農場主、家族及び従業員
・獣医師、人工授精師、削蹄師
・農業関係の団体職員及び企業の従業員
・家畜や飼料などを運搬する車両
・農場主の知己等

ウ 物
・粗飼料、たい肥、精液、敷料、共有機具 等

エ 野生動物
・ネズミ、鳥類 等

オ 飛沫核
（注 「飛沫核」とは、ウイルスを含む微小な粒子で、風により運ばれるが、）

飛散する範囲は通常数ｋｍ程度と考えられている。

（２）疫学調査の方法

発生直後より、農林水産省今回の口蹄疫発生事例に関する調査方法は以下の通り。

及び宮崎県は、それぞれ疫学調査を専門に行う疫学調査班を立ち上げ、両班で連携して疫

学情報の収集・分析を実施。（資料１を参照）

① 発生直後の立入調査

口蹄疫防疫指針に基づき、宮崎県疫学調査班は、発生後速やかにすべての発生農場

に対する立入調査等を実施。（資料２を参照）

② 追加的な調査

農林水産省及び宮崎県の疫学調査班は、①の調査では把握しきれない情報に関し
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て追加調査（例：飼料運送車等の畜産関係車両の運行記録、獣医師等の訪問歴の調

査、発生農場及び関係者に対する聞き取り調査）を実施。

③ 情報の整理、共有及び分析

上記の①、②で得られた情報については、農林水産省と宮崎県で分担して整理し

た上で共有。その後、農林水産省の疫学調査班を中心に情報を分析。

④ 現地調査チーム等による立入調査

６月２２日、ワクチン接種区域外で口蹄疫が相次いで発生したこと等を受け、疫学調査

の結果を防疫措置へ迅速に反映させるため、発生現場に詳しい牛・豚の臨床獣医師を加

えた「現地調査チーム」を組織し、初期の発生農場及びワクチン接種区域外の発生農場

に重点を置いて立入調査等を実施。

口蹄疫疫学調査チームによる検討⑤

上記の 専門家から構成③、④で収集分析した結果は、農林水産省の疫学調査班が

される「口蹄疫疫学調査チーム」へ報告し、感染経路や防疫措置等について検討。

（３）要因ごとの調査方法

感染源と想定される主な要因毎の調査方法は、以下の通り。

① 家畜・畜産物

家畜の移動は、各農場の出荷台帳や聞き取り調査等によって確認。

死亡牛も含めた牛の移動を確認する必要がある場合には、牛トレーサビリティの

データや死亡獣畜処理業者等から入手した伝票と発生農場の伝票、出荷台帳等のデ

ータを突合して双方のデータが整合するかを確認。

② 人

人の動きは、農場関係者の他農場への立入状況及び海外渡航歴、海外からの研修

生の受入れ状況やアジアの口蹄疫発生国からの旅行者の宮崎県への訪問状況等につ

いて関係者、関係団体等に対して聞き取り調査を実施。さらに、必要に応じて、農

場の従業員の出勤簿や業務日誌によって確認。

ただし、生活関連の人の動きを調査することは非常に困難。

③ 車両（飼料等の運搬車）

飼料、死亡畜の運搬や集乳に係る車両の出入りは、関連する運送会社等から運行
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記録の提出を受け、主に宮崎県の疫学調査班が整理し、農林水産省の疫学調査班へ

送付。

④ 物

感染動物の皮膚、臓器、筋肉、血液、精液、リンパ節、骨、生乳などが感染源と

なり得る。

また、家畜ふん尿も感染源となり得ることから、たい肥場を介した伝播のみなら

ず、粗飼料や器具に付着したふん尿等を介して伝播する可能性も考慮し、こうした

物の動きについても、関係者からの聞き取り調査等で把握。

⑤ 野生動物

発生直後の農場への立入調査で、野生動物等の目撃情報を確認。

今回、口蹄疫に感染する可能性がある野生動物（シカ、イノシシ等）について、

県内から広く検体を収集して検査を実施。

⑥ 輸入家畜・畜産物

発生直後の立入調査で、国際宅配便の有無、海外からの家畜の導入状況を聴取。

また、海外からの家畜の導入が確認された場合は、輸出国及び輸入時期等の詳細情

報を動物検疫所に確認。

⑦ 輸入粗飼料

、 、発生直後の立入調査で 中国産輸入稲わらを使用していることが確認された場合

飼料販売会社に対して、その購入先、同一ロットの販売先等に関するデータの提供

を依頼。さらに、これらのロットについては、輸入時の検査で問題がなかったかを

動物検疫所で確認。また、宮崎県以外にも販売されていたことは、動物検疫所のデ

ータにより確認。

なお、その他の輸入粗飼料については、豪州産オーツヘイ、米国産イタリアンラ

イグラス及びチモシー、カナダ産チモシー等があったが、いずれも口蹄疫非発生国

に由来するものであることを確認。
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国及び県における疫学調査の進め方

発生農場運送業者 獣医師等発生農場運送業者 獣医師等発生農場運送業者 獣医師等発生農場運送業者 獣医師等発生農場運送業者 獣医師等発生農場発生農場発生農場

【延べ１４日間、４０名以上を対象に現地調査を実施】

【延べ２０日間、８０名以上の関係者を対象に現地調査を実施】

【３回の現地調査を実施】

全２９２農場とその関係者を調査

連携・情報共有

調査 調査

調査

宮 崎 県

農 林 水 産 省

疫学調査チーム

現地調査チーム

国 の 疫 学 調 査 班

西諸県疫学調査
チーム

児湯疫学調査
チーム

県 の 疫 学 調 査 班
担当者の派遣

（資料１）
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３ 我が国へのウイルス侵入及び伝播の経路

（１）ごく初期の発生事例及びウイルスの侵入経路

日本の近隣諸国において、口蹄疫が断続的に発生しているが、今回の発生で分離され

たウイルスはＯ型で、今年に入り香港、韓国、ロシアで分離された株と非常に近縁であ

ったことから、アジア地域の口蹄疫発生国から人、あるいは物を介して我が国に侵入し

たと推定される。中国で発生しているウイルス株は、東アジアで分離されているウイル

ス株と近縁であるとの見方もあるが、中国は、国内で分離されたウイルス株の遺伝子解

析データを口蹄疫に関する国際的な確定診断機関（英国家畜衛生研究所）に提供してい

、 。ないため 今回の我が国の発生で分離されたウイルス株との相同性は検証できなかった

（参考）口蹄疫ウイルスの遺伝子解析の結果

我が国の発生農場の患畜から分離された口蹄疫ウイルスについて （独）農研機、
構動物衛生研究所が実施したウイルス遺伝子の解析データを、同研究所及び国際獣
疫事務局（ ）から口蹄疫の確定診断機関として認定されている英国家畜衛生研OIE
究所（英国、パーブライト）が分析した結果、当該ウイルスがアジア地域で確認さ
れている口蹄疫ウイルスと近縁のウイルス（ ）であると確認された。O/JPN/2010

O A C Asia1 SAT1 SAT2口蹄疫ウイルスには ７種の血清型 型 型 型 型 型、 （ 、 、 、 、 、
型及び 型）があり、これまでアジア地域では、主に 型、 型、 型SAT3 O Asia1 A
が発生している。今回、宮崎県で発生が確認されたウイルスは 型であり、 型O O
のウイルスは、今年になって２～３月に香港、２～８月に中国、２、６、８月に台
湾、４～６月に韓国、４～６、８～９月にモンゴル、７～８月にロシアにおいても
確認されている （資料３を参照）。

遺伝子解析の結果、当該ウイルスは、血清型 型であり、ロシア、香港、韓国O
で確認された株と非常に近縁で、香港株（ 等）とは 、ロシO/HKN/13/2010 99.22%

ア株（ ）とは 、韓国株（ ）とは の相O/RUS/2010 98.90% O/Ganghwa/SKR/2010 98.59%
同性であった。

【我が国で今回分離されたウイルス株と相同性の高い分離株】
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中国、香港、台湾、韓国、モンゴル、ロシアにおける口蹄疫の発生状況
（2010年1月以降の発生）

新疆ウイグル自治区
2010年1月18日（A型）牛・羊・山羊
2010年4月20日（O型）豚
2010年6月10日（O型）豚
2010年6月19日（O型）豚
2010年8月23日（O型）牛・羊・山羊

※出典：ＯＩＥほか
※日付は発生日（各々の事例が初めて観察された日）

韓国（京畿道）
①抱川2010年1月 2日（A型）牛
②抱川2010年1月13日（A型）牛
③抱川2010年1月15日（A型）牛
④抱川2010年1月15日（A型）牛
⑤連川2010年1月18日（A型）牛
⑥抱川2010年1月19日（A型）牛
⑦抱川2010年3月 9日（A型）鹿

北京市
2010年1月18日（A型）牛

広東省
2010年2月22日（O型）豚
2010年3月 4日（O型）豚

甘粛省
2010年3月14日（O型）豚
2010年4月 7日（O型）豚・羊・山羊
2010年4月17日（O型）豚
2010年7月27日（O型）牛・羊・山羊・豚

江西省
2010年3月28日（O型）豚

山西省
2010年3月25日（O型）牛

2010年11月16日現在

貴州省
2010年4月13日（O型）牛・豚

寧夏回族自治区
2010年4月23日（O型）豚

香港
2010年2月（O型）豚
2010年3月（O型）豚

台湾
①2010年2月12日（O型）豚

（澎湖縣馬公市）
②2010年6月22日（O型）豚

（雲林縣褒忠郷）
③2010年8月10日（O型）豚

（桃園縣新屋郷）

チベット自治区
2010年5月17日（O型）豚
2010年10月4日（O型）牛

青海省
2010年6月22日（O型）豚
2010年8月23日（O型）牛

ロシア（ザバイカリエ地方）
2010年7月5日（O型）牛・豚・羊・山羊
2010年8月26日（O型）牛・豚・羊

モンゴル（ドルノド県）
2010年4月21日（O型）牛・羊・山羊・ラクダ
2010年5月14日（O型）牛・羊・山羊
2010年6月14日（O型）牛
2010年9月2日（O型）牛・羊・山羊・ラクダ

韓国(仁川広域市 江華島)

①2010年4月 8日 （O型） 牛

②2010年4月 9日 （O型） 牛

③2010年4月 9日 （O型） 豚

④2010年4月 9日 （O型） 牛

⑤2010年4月10日（O型） 牛

⑥2010年4月21日（O型） 牛/山羊

⑦2010年4月27日（O型） 豚

韓国（忠清北道 忠州市)
2010年4月 21日（O型）豚

韓国（忠清南道 青陽郡）

①2010年4月30日（O型） 豚

②2010年5月6日 （O型） 牛

③2010年5月30日（O型） 牛

④2010年6月4日 （O型） 猪

韓国（京畿道 金浦市)
2010年4月 19日（O型）豚

モンゴル（スフバータル県）
2010年8月26日（O型）牛・羊・山羊・ラクダ

モンゴル（ケンティー県）
2010年11月7日（O型）牛

（資料３）
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口蹄疫ウィルスの侵入経路及び伝播経路を分析し、今後の侵入･伝達防止措置の改善

に役立てていくためには、各発生事例における発症日、侵入日を疫学的に推定すること

が必要となる。このため、発生農場への立入検査を行った際の臨床症状やその進行の程

度、血清中の抗体価 の測定結果（抗体価を測定するための血液サンプルは、家保が（注）

農場へ立ち入った際に顕著な症状を呈している家畜から採取した）等を基に疫学の専門

家が一定のルールに従って各農場における発症日とウイルス侵入日を推定したところ、

初期の発生農場の推定日等については資料４のとおりであった。

（注）血清中の「抗体価」は、動物が病原体等に感染後、徐々に上昇していくため、今回、牛（水

牛を含む 、豚、めん山羊の血清を検査し、感染後の日数を推定するための参考データとして用）

いた （抗体価の上昇速度は、動物種によって若干異なるとも考えられるが、種間差はないもの。

と仮定した ）なお、発症日及びウイルス侵入日は推定値であり、若干前後しうることに留意さ。

れたい。

この推定結果を前提とすれば、６例目の推定発症日は３月２６日以降と最も早く、次

いで、１例目が４月５日以降、７例目が４月８日以降である。また、１例目の発生が確

認された４月２０日の時点では既に１０農場以上にウイルスが侵入していたと推定さ

れ、結果的にはこれらの確認が遅れたことがその後の感染拡大要因の一つになったもの

と考えられる。

考え得る侵入経路について、推定発症日が早い上記の三つの発生事例を中心に、農場

主、家族及び従業員の海外渡航歴、海外からの農場研修生の受入れ状況、海外からの旅

行者の訪問状況等について、農場主、従業員等に加え、周辺の関係者や関係団体等に対

する各般の調査を行った。

１７ページより、これらの三つを含む初期の発生事例に関する調査結果を示す。

なお、各農場における〔要因ごとの調査結果〕に記載した【侵入】には、当該農場へ

のウイルスの侵入経路に関する調査結果を 【伝播】には、当該農場から他の農場への、

ウイルスの伝播経路に関する調査結果をそれぞれ記載した。
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（資料４） 初期の発生農場（１～１３例目）の推定発症日等

　初期の発生農場（１～１３例目）について、発症日を推定し、その１～２週間前を侵入日と推定。

例数 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬 7月上旬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

　　　：推定侵入日、　　　：推定発症日、　　　　：確認日

①　発症日の推定 ： 立入検査を行った際の臨床症状 (例：資料５) やその進行の程度、血清中の抗体価等を基に発症日を推定。
②　ウイルス侵入日の推定 ： 一般的にウイルスの感染から発症まで１～２週間を要するとされていることから、推定発症日の１～２週間
前を侵入日として推定。

3/22～29 4/5～ 4/20

3/29～4/5 4/12～ 4/21

3/12～19 3/26～ 4/23

3/25～4/1 4/8～ 4/25

3/31～4/7 4/14～ 4/28

4/3～10 4/17～ 4/28

4/5～12 4/19～ 4/30

4/3～10 4/17～ 4/21

4/4～11 4/18～ 4/22

4/7～14

4/21～

4/23

4/9～16

4/23～

4/28

4/11～18

4/25～

4/29

4/10～17 4/24～ 5/1
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（資料５）牛における病変の経時的変化

1日目 2日目

4日目 10日目

注）発症日は０日目
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６例目農場（ウイルス侵入推定１番目）

所 在 地：都農町

飼 養 状 況：水牛 ４２頭、豚 ２頭

発 生 確 認 日：４月２３日

推 定 発 症 日：３月２６日

推定ウイルス排出日：３月２３日

推定ウイルス侵入日：３月１９日

（ ） 、 、 。（ 、 。）注 発症日 ウイルスの排出日・侵入日の推定方法については P.１４を参照 以下 同じ

〔発生の経緯〕

、 。 、３月２６日： 水牛２頭に発熱 乳量低下が見られたことから獣医師が診療 その後

数日間で同一の症状を呈する水牛が増加。

３月３０日： 異常が９頭で認められたため、獣医師が家保に通報。

３月３１日： 家保が立入検査。症状は発熱、乳量低下、下痢等であり、この時点で

は口蹄疫を疑うべき症状とは考えず、３頭の血液、鼻腔スワブ（鼻腔内

のぬぐい液 、ふん便を採取し、ウイルス・細菌・寄生虫検査を実施。）

４月 ５日： 家保が獣医師から「ほとんどの水牛が解熱したが、一部の水牛の乳房

に痂皮（かさぶた）が見られ、アレルギーを疑っている」と聴取。
か ひ

４月１４日： 家保が再度立入検査し、３月３１日に採血した３頭のうち１頭から再

び採血。回復した水牛もいたが、乳質の低下（脂肪分減少 、一部で脱毛）

が見られた。

４月２１日： ４月２０日に発生が確認された１例目の農場との関連農場であること

から、宮崎県疫学調査班が立入調査。全頭が回復し症状が見られなかっ

たが、当該農場主が１例目の農場主に初期の症状を確認したところ、自

分の水牛の症状と似ていると考え 「４月１日に上唇に大豆大の潰瘍、他、

の１頭にマッチ棒大からゴマ粒大の白っぽい丘 疹が乳房に散在してい
きゆうしん

た」旨を家保に報告したとのこと。

４月２２日： 家保が立入検査したところ、臨床的な異常は見られなかったが、検体

を採取し、３月３１日に採取した検体と合わせて動物衛生研究所に検体

を送付。その結果、３月３１日に採取した鼻腔スワブ３検体中１検体で

ＰＣＲ陽性、４月２２日に採材した血液で５検体中５検体が抗体陽性。
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〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 水牛の導入

【侵入】

平成２０年に２０頭、２１年に５頭の水牛を豪州より導入しているが、豪州は口

蹄疫の清浄国であり、かつ、輸入検疫が実施されていることから、当該農場にウイ

ルスが侵入する要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

② 豚の導入

【侵入】

平成１９年に鹿児島県から黒豚２頭を導入し、２２年２月に出荷。また、２２年

３月には町内の生産者から２頭を導入しているが、口蹄疫の発生確認後に実施した

豚の抗体検査の結果は２頭とも陰性であり、当該農場にウイルスが侵入する要因と

なった可能性は極めて低いと考えられる。

③ 水牛の出荷

【侵入】

平成１９年１２月に子牛を近隣の生産者に譲渡しているが、当該農場にウイルス

が侵入したと想定されている時期よりもかなり早く、ウイルス侵入の要因となった

可能性は極めて低いと考えられる。

④ 死亡水牛の処理

【侵入】

水牛は食肉処理場への出荷が認められていないため、雄子牛や受胎成績が悪い

雌牛は獣医師による安楽殺（直近では３月２０日に実施。年間では５～６頭程度）

を実施。死亡獣畜処理業者（地域内）には自家用トラックで持ち込んでいた。

当該死亡獣畜処理業者の従業員等に本年に入ってからの海外への渡航履歴がな

いことから、この持込みがウイルスの侵入要因となった可能性は極めて低いと考

えられる。

【伝播】

死亡獣畜処理業者のトラックが３月２０日の直後（２０～２２日）に訪問した農

場の一部（１３、１８、２３、２５、３７、６０、１２２、１４６、１９１、

２１６、２２７例目農場）で発生が確認されているが、これらの発生農場に立ち入

った時期と各農場にウイルスが侵入したと推定される時期がずれており、この死亡

獣畜処理業者のトラックの移動がウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考え

られる。
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２ 飼料関連

【侵入】

３月に入ってから飼料運送業者の車両が当該農場に飼料を４回搬入しているが、

当該飼料運送業者の従業員等に本年に入ってからの海外への渡航歴がないことか

ら、この搬入がウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

、 、３月に入ってから飼料運送業者の車両が 当該農場に飼料を搬入した４回のうち

３月２５日及び４月１２日は当該農場で水牛がウイルスを排出していたと推定され

る時期にある。

これらの車両が当該農場への搬送後に立ち入った農場の一部（１１１、１６８、

２２２、２８４例目農場）で発生が確認されているが、これらの発生農場に立ち入

った時期と各農場にウイルスが侵入したと推定される時期がずれており、このこと

がウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 敷料関連

【侵入・伝播】

ウイルスの侵入が想定される時期に敷料を搬入していた業者は２社だが、双方と

もに他の発生農場との関連は認められないことから、敷料運送業者の車両及び人が

ウイルス侵入及び伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

４ 人関連

① 農場主本人

【侵入】

当該農場を開設した一昨年（平成２０年）の春以来、海外へは渡航していないこ

とを確認。また、農場主からの聞き取り調査によると、他の農場への出入りもない

、 。ことから 農場主の動きがウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる

【伝播】

農場主からの聞き取り調査によると、当該農場主の他の農場への出入りはないこ

とから、農場主の動きが他農場へのウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考

えられる。

② 獣医師

【侵入】

本年に入ってから海外への渡航歴はなく、ウイルス侵入の要因となった可能性は

極めて低いと考えられる。

【伝播】

、 、 、３月に入ってから獣医師が当該農場を訪問したのは５回であり うち ３月２６
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２８、３１日、４月１２日は当該農場でウイルスが排出されていたと考えられる時

期にある。

獣医師が当該農場を訪問した後に立ち入った農場の一部（４６、４７、９９、

１０５、１７３、１８０、１９３、２５４例目農場）で発生が確認されているが、

これらの発生農場を訪問した時期と各農場にウイルスが侵入したと推定される時期

はずれており、ウイルス伝播の原因となった可能性は低いと考えられる。

③ 従業員

【侵入】

本年に入ってから従業員の海外への渡航歴はなく、ウイルス侵入の要因となった

可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

水牛の飼育を担当していた従業員２名は、西都市と都農町から通勤していたが、

両者ともに他の発生農場との関連はなかった。

４例目と５例目の農場の家族がチーズ工房でパート従業員として勤務していた。

（水牛との直接的な接触はなかった ）。

４例目の家族であるパート従業員については、２月末までに休職し、その後は勤

務していないため、４例目農場へのウイルス伝播の要因となった可能性は極めて低

いと考えられる。

５例目の家族であるパート従業員については、牛群の乳量が低下したことから３

月末までに休職しており、その後は当該農場へ行っていない。この時期は当該農場

でウイルスが排出されていたと推定される時期であるが、５例目農場へのウイルス

の侵入が推定される時期（４月１４日）より前であり、ウイルス伝播の要因となっ

た可能性は低いと考えられる。

④ 見学者

【侵入】

農場自体はかなりの山奥に位置しているものの、農場主は特徴あるチーズを製造

し、宮崎空港内の店舗や大消費地のレストラン等に販売するとともに、ホームペー

ジを開設し、農場の様子やチーズの製造・販売を広く紹介していた。また、昨年、

全国ネットのテレビ番組で紹介された後は、当該農場への行き方に関する役場への

問い合わせが増加したとのことであった。

当該農場には、従来より、レストラン関係者や取材の目的での訪問者があったこ

とに加え、毎日８：３０～１０：３０までの間は見学者を受け付けていたが、これ

らの訪問者に関する記録はとられていなかったため、人の移動についての詳細な調

査、あるいは検証を行うことは困難であった。
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⑤ その他

【伝播】

１例目農場の農場主が自治会の地区班長であり、３月２６日及び４月１１日に地

区の広報誌を配布するため当該農場を訪れており、１例目農場へのウイルス伝播の

要因となった可能性は否定できない。

５ 野生動物

シカ、イノシシが放牧地に入っていたことはあったが、農場内の水牛用プールに

水鳥等が確認されたことはなかった。

〔まとめ〕

・ 当該農場については、推定発症日が一番早いこともあり、海外からウイルスが侵

入した可能性を念頭に置いて、様々な可能性について調査したが、家畜の導入や出

荷、飼料、敷料などで当該農場へのウイルスの侵入につながるような情報は確認さ

れなかった。

・ 当該農場はかなりの山奥に位置しており、シカやイノシシが農場の牧草地へ入っ

ていたことが確認されたが、口蹄疫に感染した野生動物が未だ確認されていないこ

とから、野生動物がウイルス侵入源となった可能性は低いと考えられる。

・ 農場主や従業員、さらには、周辺の関係者に対して、本年に入ってからの農場関

係者の海外への渡航歴や海外からの研修生や訪問者の有無を含めて調査したが、疫

学的に注目すべき関連情報は確認されなかった。

・ 一方、農場自体はかなりの山奥に位置しているものの、農場主は特徴あるチーズ

を製造・販売するとともに、ホームページを開設して農場やチーズを広く紹介して

いた。また、昨年、テレビ番組で紹介された後は、当該農場への行き方に関する役

場への問い合わせが増加したとのことであった。

・ また、当該農場には、従来より、レストラン関係者や取材の目的での訪問者があ

り、さらに、毎日８：３０～１０：３０までの間は見学者を受け付けていた。しか

しながら、これらの訪問者に関する記録はとられていなかったため、外部からの人

の移動について、これ以上調査、検証することは困難であり、こうした人の移動に

よってウイルスが侵入した可能性は否定できない。

・ 診療した獣医師から家保への通報は３月３０日に行われているが、発生の確認は

１例目発生後の４月２３日であり、約４週間を要した。なお、当該獣医師が最初に

診察した３月２６日の時点では口蹄疫を疑う症状は確認されていなかった。
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６例目（都農町：水牛） 農場見取り図
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１例目農場（ウイルス侵入推定２番目）

所 在 地：都農町

飼 養 状 況：牛 １６頭

発 生 確 認 日：４月２０日

推 定 発 症 日：４月 ５日

推定ウイルス排出日：４月 ２日

推定ウイルス侵入日：３月２９日

〔発生の経緯〕

４月 ７日： 牛１頭の発熱（４０．３度、牛の平熱は３８～３９度）と食欲不振を

認めたことから、獣医師に往診依頼。当該牛は流 涎、活力なく震えてい
りゆうぜん

る状態。口腔内には異常はなし。

４月 ８日： 体温は平熱だが、流涎があり、リンパ節が腫れていたため、放線菌の

感染を疑い抗生物質を投与。

４月 ９日： 体温は平熱だが、食欲不振、流涎が見られたため、口腔内を見たとこ

ろ、上唇基部に潰瘍、舌先端部に表皮の脱落を確認。獣医師から口蹄疫

の可能性も否定できないとの通報を受けて家保が立入検査。全頭を確認

したが、病変が口腔内のみであり、かつ、１頭だけであったことから、

口蹄疫の検査は行わず経過観察。

４月１６日： 経過観察中の牛の同居牛の中に、発熱（３９．３度 、流涎、食欲不振）

が見られる牛１頭がいるとの往診依頼が獣医師にあった。獣医師が診察

したところ、当該牛の舌と歯床板にびらんを確認するとともに、えさは

食べているが、流涎の見られる牛１頭を確認したため（その牛の口腔内

には異常なし 、家保へ通報。）

４月１７日： １６日に流涎だけを認めていた牛がえさを食べなくなり、発熱

（４１．５度）も見られたため、再度獣医師へ往診依頼。獣医師の往診

前に、家保が立入検査したころ、２頭ともにびらんを確認。口蹄疫以外

のウイルス性疾患検査のために家保が検体を採取。

、 、 、４月１９日： 家保が牛パラインフルエンザ 牛ウイルス性下痢 牛伝染性鼻気管炎

イバラキ病、ブルータングを検査したところ、すべて陰性。家保と県庁

畜産課で協議の上、国に報告するとともに動物衛生研究所に検査材料を

送ることとし、午後に家保が再度立ち入り、全頭分の検体を採取して動

物衛生研究所に送付。この際、新たに別の同居牛１頭にびらんを確認。
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〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 牛の導入

【侵入】

本年３月に入ってから牛は導入されていないことから、ウイルス侵入の要因とな

った可能性は極めて低いと考えられる。

② 牛の出荷

【侵入】

３月９日に子牛をセリに出場させるため家畜市場を訪問しているが、当該農場に

ウイルスが侵入したと推定されている時期よりも早く、また、６例目農場の関係者

が当該セリに参加していなかったことが確認されており、ウイルス侵入の要因にな

った可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

当該セリに子牛５頭を出場し、県内及び県外の購買者へ２頭ずつ売却し、残りの

１頭は持ち帰っているが、売却先で牛の異常は確認されておらず、伝播の要因とな

った可能性は極めて低いと考えられる。

③ 死亡牛の処理

【侵入】

本年３月に入ってから死亡牛は出ていないことから、死亡獣畜処理業者がウイル

ス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

① 中国産稲わら

【侵入】

平成２２年１月１２日に輸入されたロットの中国産稲わらを２月１６日に購入し

ているが、本ロットの中国における加熱処理施設は、我が国の指定処理施設である

ことは確認済みである。輸入時における検査において、家畜衛生条件に合致してい

ることが確認されており、ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考え

られる。

（注）中国産稲わらについては、中国内で口蹄疫の発生がない地域で生産され、かつ、我が国

の指定する施設において加熱処理を実施したもののみ、輸入を認めている。また、現地で

は日本の農林水産省職員が加熱状況を確認し、コンテナを封印した上で日本へ輸出されて

いる。

さらに、我が国の中国産稲わらの輸入量（２２年１月～４月実績）に占める宮崎県の割

合は１０％であり、残りの９０％が供給されている他の都道府県では口蹄疫の発生が確認

されていない。
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なお、本ロットを使用した農場のうち、一部が発生農場（７２例目：２月６日購

入、２４５例目：２月１３日購入、２６２例目：２月８日購入、２８４例目：２月

２５日購入）となっているが、いずれの農場においても、稲わらの使用時期はウイ

ルスが侵入したと推定されている時期よりもかなり早いことから、ウイルス侵入の

要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

② 飼料運送方法

【侵入】

３月中旬まで、６例目農場と共通の飼料業者の販売所に農場主自身が自家用トラ

ックで飼料を取りに行っているが、６例目農場に立ち入った車両と農場主の車両の

当該販売所の駐車スペースは共有されており、ここで交差して車両がウイルスに汚

染され、ウイルス侵入原因となった可能性は否定できない。

３ 人関連

① 農場主本人

【侵入】

農場主は地域の自治会の地区班長をしており、月２回の頻度で６例目農場及び非

発生農場３軒に広報誌を配布していた ６例目農場に配布の際は牛舎よりも手前 家。 （

畜は見えない）に位置している住居まで立ち入っていた。直近の配布日は３月２６

日及び４月１１日で、そのうち、３月２６日は６例目農場でウイルスが排出されて

いたと考えられる時期であり、また、当該農場にウイルスが侵入したと推定される

時期でもあることから、ウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

【伝播】

４月２日以降に農場主本人は他農場へ立入りしておらず、伝播の要因となったこ

とを示す事実は確認されていない。

② 削蹄師

【侵入】

当該農場が利用している削蹄師は６例目農場の削蹄は行っておらず、侵入要因と

なった可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

４月７日に削蹄師が当該農場を訪問しており、当該農場でウイルスが排出されて

いたと考えられる時期にある。また、この削蹄師が当該農場を訪問した後に立ち入

った農場の一部（１１４例目：４月１５日立入、１３６例目：４月１０日立入、

１３８例目：４月１０日立入、２１２例目：４月１３日立入、２４３例目：４月

１９日立入）で発生が確認されているが、これらの発生農場を訪問した時期と各農

場にウイルスが侵入したと推定される時期がずれており、ウイルス伝播の要因とな
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った可能性は低いと考えられる。

③ 獣医師

【侵入】

当該農場のかかりつけの獣医師は６例目農場で診療を行っておらず、侵入要因と

なった可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

４月７～１２，１６～１９日に獣医師が当該農場を訪問していた。４月１日から

１９日の間に、その他の２１の発生農場（３６、７７、７９、９８、１０５、

１３４、１３６、１４７、１５１、１５４、１６５、１７６、１９９、２０１、

２０３、２３１、２３８、２４９、２６２、２６９、２７５例目農場）及び６０戸

の非発生農場にも立ち入っているが、これらの発生農場を訪問した時期と各農場に

ウイルスが侵入したと推定される時期がずれており、ウイルス伝播の要因となった

可能性は低いと考えられる。

④ 野生動物

、 、 、 。 、シカ イノシシ サルが目撃されており 特にシカは多く目撃されていた また

カラス、ハト、スズメも多く、牛舎内に入ってえさをついばむこともあったとのこ

と。

〔まとめ〕

・ 当該農場については、最初に発生が確認された事例ではあるが、臨床症状や抗体

検査の結果等から推定すれば、ウイルスの侵入時期は６例目農場よりも遅いと考え

られる。

・ 農場主が３月２６日及び４月１１日に地区の広報誌を配布するため、６例目農場

に立ち入った際に、ウイルスの暴露を受けた可能性は否定できない。

さらに、６例目農場と共通の飼料販売業者まで自家用トラックで飼料を取りに行

っており、飼料販売業者においてウイルスの暴露を受けた可能性も否定できない。

・ これまでの初期の発生事例（３農場）に関する調査において、中国産稲わらを使

（ ） 、用していたのは１例目農場のみ ３月中旬まで であることが確認されていること

また、この１例目農場へのウイルス侵入時期は３月２９日と推定されており、中国

産稲わらを使用していない当該農場の推定ウイルス侵入日よりも遅いことから、中

国産稲わらが感染源となった可能性は極めて低いと考えられる。

・ ４月９日に獣医師から家保へ通報されているが、その後、発生の確認までに約

１０日間を要した。なお、当該獣医師は、４月９日に家保へ通報した際に、口蹄疫

の可能性について言及している。
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例目農場（ウイルス侵入推定３番目）７

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：牛 ７２５頭

発 生 確 認 日：４月２５日

推 定 発 症 日：４月 ８日

推定ウイルス排出日：４月 ５日

推定ウイルス侵入日：４月 １日

〔発生の経緯〕

４月 ８日頃 ： 道路側牛舎の複数頭に食欲不振が確認された。

４月 ９日以降 ： 多頭数に食欲不振改善薬を投与。

４月１３日 ： 食肉処理施設に肥育牛９頭を出荷。当該農場で９頭を積載した

後、同一車両で９例目農場（えびの市）で肥育牛３頭を積載。

４月１７日 ： 農場全体で咳・鼻水等の風邪の症状を示す牛が発生。

４月１８～２０日： ４月８日からの食欲不振と風邪の症状を示す牛が増えたことか

ら、飼養牛全頭に抗生物資を投与。

４月２２日午前 ： 道路側牛舎にて発熱、微熱、食欲が落ちた十数頭に流 涎、びら
りゆうぜん

んを確認し、本社に報告。

４月２３日夜 ： 本社より家保への通報を許可する旨の連絡あり。

４月２４日朝 ： 家保に通報しようとしたところ、家保から農場に立入検査の連

絡（２例目農場と飼料運送車を介した疫学関連農場だったため ）。

があり、その電話で異常牛について通報。

４月２４日午前 ： 家保が立入検査し、半分程度の牛房（畜舎の中を柵などで囲っ

た牛の飼養スペースで、肥育牛の場合には、１牛房で数頭から十

数頭の牛を飼養するのが通常である ）において流涎を示す牛の存。

在を確認。鼻腔・鼻鏡の潰瘍・びらん、舌の粘膜剥離を確認した

、 （ ） 。５頭について 血液及び鼻腔スワブ 鼻腔内のぬぐい液 を採材

なお、蹄には異常は認められなかった。

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 牛の導入

【侵入】

本年に入ってから牛は導入されておらず、直近では、昨年１１月に高鍋町にある
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同一系列の２１６例目農場（５月２６日発生）から７７頭を導入した。この牛の導

、 、入時期は 当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期よりもかなり早いため

このことがウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

② 牛の出荷

【侵入】

当該農場が利用している家畜運搬業者は１例目及び６例目農場を訪問しておら

ず、当該農場へのウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

４月に入ってから３２頭を同じ運搬業者のトラックで出荷している。そのうち、

４月１３日は、当該農場で９頭を積み込んだ後、えびの市の９例目農場（４月２８

日発生確認）を回って３頭を積み込み、食肉処理場へ出荷している。

４月１３日は当該農場に発症牛がいたと推定され、また、９例目農場にウイルス

（ ） 、が侵入したと推定される時期 推定ウイルス侵入日：４月１０日 と近いことから

このことが当該農場から９例目農場にウイルスが伝播した要因となった可能性が高

いと考えられる。

③ 死亡牛の処理

【侵入】

死亡獣畜処理業者は１例目及び６例目農場を訪問しておらず、死亡牛の処理がウ

イルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

小丸川以北（川南、都農、高鍋の一部）の農場を回収範囲とする死亡獣畜処理業

者が、当該農場の死亡牛も回収していた。この業者は自社トラック３台で当該地域

の各農場を回っており、当該農場には、今年に入って１月２５日、２月１９、２２

日、３月５、６、２２日、４月７日に立ち入っている。この業者は、回収時は自社

から持ち込んだ長靴に履き替えて作業し、口蹄疫発生後はさらにハンディタイプの

消毒器を携行していた。

４月７日は当該農場でウイルスが排出されていたと推定される時期であり、同日

に２例目農場（推定ウイルス侵入日：４月５日）にも立ち入っていたことから、死

亡獣畜処理業者の車両を介して当該農場から２例目農場へウイルスが伝播した可能

性があると考えられる。

当該農場からの牛の移動や死亡牛の処理等に関しては、牛の移動履歴に関

する基礎データである牛トレーサビリティのデータを別途整理し、さらに、

死亡獣畜処理業者やレンダリング業者から当該農場関連の情報提供を受け、

当該農場の台帳と照合した結果、両者のデータが整合することを確認した。

29



２ 飼料関連

【侵入】

当該農場に飼料を搬入していた飼料運送業者と、当該農場以前にウイルスが侵入

していたと推定される１例目及び６例目農場の飼料運送業者はそれぞれ異なってお

り、関連が認められない。したがって、飼料運送業者がウイルス侵入の要因となっ

た可能性は低いと考えられる。

【伝播】

当該農場が利用していた飼料運送業者は複数あり、そのうちの一事業者について、４月

３、９、１７日に当該農場に配送した同一車両が、４月１５日に２例目農場、４月

１６日に９例目農場に飼料を配送していたものの、２例目及び９例目農場にウイル

スが侵入したと推定される時期（推定ウイルス侵入日：４月５日及び４月１０日）

とずれていた。他にも同一車両が他の発生農場に配送していたケースがあるが、い

ずれも配送日とウイルスが侵入したと推定される時期がずれており、この飼料運送

業者がウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

上記とは異なる飼料運送業者の車両が４月２日に当該農場に立ち入っており、同

一車両が４月３日に８例目農場（推定ウイルス侵入日：４月７日）に立ち入ってい

る。８例目農場にウイルスが侵入したと推定されている時期に近いことから、この

飼料運送業者がウイルス伝播の要因となった可能性は否定できない。

また、児湯地区にある系列農場の共同の飼料用わら倉庫が高鍋町にあり、地元産

のわらを各系列農場に自社トラックで配送していた。また、系列農場のうち、二つ

の農場（２１６例目と非発生農場）にたい肥を集約し、たい肥の運搬に使用したト

ラックをわらの運搬にも使用していた。

直近では、４月１０日に当該農場からのトラックがわら倉庫を訪問していた。４

月１０日は当該農場に発症牛がいたと推定され、また、８例目農場にウイルスが侵

入したと推定されている時期（推定ウイルス侵入日：４月７日）と近いことから、

わらやたい肥等の運搬に使用された自社トラックが、８例目農場への伝播の要因と

なった可能性は否定できない。

３ 敷料関連

【侵入】

ウイルスが侵入したと推定される時期に敷料を搬入していた業者は、この時期に

既にウイルスが侵入していた１例目及び６例目農場との関連が認められず、敷料運

送業者がウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。
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４ 人関連

① 獣医師

【侵入】

児湯地区には同一系列の１３農場（発生：９農場、非発生：４農場）があり、全

体で約１万５千頭の牛を１名の専属獣医師が担当していた。聞き取りによれば、獣

医師は、ウイルスの侵入推定時期には１例目及び６例目農場を訪問しておらず、当

該獣医師がウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

当該獣医師は、通常、２２７例目農場に詰めており、各農場からの問い合わせに

対してはまず電話で対応し、必要があれば問い合わせのあった農場へ出向いて指導

していた。系列農場間を行き来していることから、このことが系列農場間における

ウイルスの伝播の要因となった可能性は否定できない。

② 従業員

【侵入】

従業員等への聞き取り調査により確認したところ、従業員は１例目、６例目農場

を訪問しておらず、当該農場へのウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考え

られる。

なお、従業員については、出勤簿でその勤務状況を確認するとともに、聞き取り

調査を行い、本年に入ってからの海外渡航歴がないことを確認した。

【伝播】

児湯地区の同一系列農場には肥育農場と繁殖農場があるが、系列内の複数の農場

を行き来している従業員がいることから、従業員の出入りが同一系列農場間におけ

るウイルスの伝播の要因となった可能性は否定できない。

③ 削蹄師

【侵入】

４月５、６、９日に削蹄師が当該農場に立ち入っており、同じ削蹄師が４月９日

に１４４例目農場（推定ウイルス侵入日：５月８日）へ、４月１５日及び１６日に

は２２８例目農場（推定ウイルス侵入日：５月１８日）に派遣されていた。

しかしながら、当該削蹄師は１例目及び６例目農場の削蹄は行っておらず、削蹄

師がウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

削蹄師が立ち入った時期は、１４４例目農場（推定ウイルス侵入日：５月８日）

及び２２８例目農場（推定ウイルス侵入日：５月１８日）へのウイルスの侵入時期

とずれていることから、削蹄師が当該農場からウイルスを伝播した要因となった可

能性は低いと考えられる。
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④ 海外研修生等

【侵入】

関係者への聞き取り調査や当該農場の出勤簿等により確認したところ、海外から

の研修生や従業員を受け入れていた事実は認められなかった。また、海外からの研

修生受入関係団体にも確認したが、当該農場が研修生を受け入れていたという事実

は確認されなかった （当該農場でも訪問者に関する記録はとられておらず、これ。

以上の詳細な調査は困難であった ）。

５ 野生動物

野生動物の目撃情報は特にない。

６ その他

当該農場においては、口蹄疫発生以前には入場する車両に対する消毒は実施して

いなかった。

また、当該農場は３例目農場（４月２１日発生）と道路を挟んで斜め向かいに位

置している。当該農場においては、４月２４日に家保が立入検査した際、全体の半

分程度の牛房で発症牛を確認しており、かなりの量のウイルスが排出されていたと

考えられる（推定ウイルス排出日：４月５日以降）ことから、３例目農場（推定ウ

イルス侵入日：４月１０日）への近隣伝播がウイルス伝播の要因となった可能性は

否定できない。

〔まとめ〕

・ 当該農場は、同一系列の他農場等との間で、人、車両がかなり頻繁に往来してい

たこともあり、系列農場間の関係も含めて詳細に調査した。

・ 当該農場へのウイルス侵入要因については、特に６例目農場及び１例目農場との

関連に注目して関係者に対して聞き取り調査を行ったが、当該農場への入場者の記

録がとられていなかったことから、特定の関連は確認されなかった。

・ 家畜の移動については、４月１３日、当該農場から食肉処理場へ出荷する際に、

系列農場の一つである９例目農場（えびの市、４月２８日発生）へ立ち寄って肥育

牛３頭を積み込んでいるが、この時期には７例目農場におけるウイルスの排出が始

まっていたものと考えられ、この家畜運搬車両又は人の移動によって伝播した可能

性が高いと考えられる。

・ 死亡獣畜については、死亡獣畜処理業者が３月５、６、２２日、４月７日に搬出

作業を行ったが、当該農場のウイルス侵入時期が３月２５日以降と推定されている

こと、また、死亡獣畜処理業者が立ち入った農場の発生状況から、死亡獣畜回収車

。 、両又は人によって当該農場にウイルスが侵入した可能性は低いと考えられる 一方
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当該農場のウイルス排出時期は、４月７日前後と推定されており、死亡獣畜回収車

両又は人を介して２例目発生農場へ伝播した可能性があると考えられる。

・ 当該農場も含めて児湯地区の系列農場で使用するわら（国産）は、系列農場で利

用する一つの飼料用倉庫から配送されていた。また、たい肥についても、相当量が

児湯地区の系列農場のうちの２農場（２１６例目及び非発生農場）へ集められてお

り、これらの配送、運搬に使用された車両が系列農場の一つである８例目農場（４

月２８日発生）への伝播の要因となった可能性が否定できない。

・ ４月８日頃に食欲不振を示す牛が確認され、さらに、４月１７日以降、農場全体

で鼻水や咳などの症状を示す牛が見られた。なお、当該農場では食欲不振改善薬や

抗生物質を相当数投与されていたため、その際に使用した家畜用医薬品について、

当該農場に対してその購入伝票や当該農場の業務日誌の提出を受けるとともに、そ

れらの医薬品を販売していた事業者から関連情報の提供を受けて照合し、両者のデ

。 、 、ータが整合していることを確認した その結果 ４月９日以降に食欲不振改善薬が

また、４月１８日～２０日には抗生物質が投与されていたことが確認された。これ

らの情報から判断すると、当該農場で最初に症状が現れたのは４月８日頃であると

考えられる。

４月２４日に家保が立入検査した際には、発症牛を中心に５頭の血液を採

取し、抗体価を調べたところ、５頭すべてで陽性が確認された。立入検査し

、 、た時点で流涎を示す牛がかなり見られたため ４月２８日に殺処分を行う際

当該農場におけるまん延の程度を確認するため、さらに１５頭分の血液を採

取し抗体価を調べたところ、１５頭中５頭で陽性が確認されたが、１０頭は

陰性であった。

・ なお、当該農場の獣医師が牛の異常を確認し、本社へ報告したのが４月２２日、

当該農場が家保へ通報したのは２４日朝であり、この間、約２日を要しているが、

社内の連絡及び意思決定において迅速さを欠いた。

・ さらに、４月１７日に農場全体で鼻水や咳などの症状を示す牛が見られた段階で

何らかの伝染性疾病を疑い、家保へ速やかに連絡すべきであったと考えられるが、

防疫に関する従業員教育が不十分であったこと、１３農場全体（飼養頭数：約１万

５千頭）を担当する専属獣医師が１名しかおらず、さらに、従業員から専属獣医師

への相談が的確に行われていなかったこと等から、実際には家保への連絡、相談は

行われなかった。
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（２）その他の初期の発生事例

６例目農場については３月中旬以降、１例目及び７例目農場については３月下旬

以降にはウイルスが侵入していたと考えられるが、その他の初期の発生事例２～５

例目及び８～１３例目農場については、

① ７例目農場に近接していること

② 近隣の農場同士で人の交流が日常的に行われていたこと

③ 共同で農作業（飼料の調製作業）を行っていたこと

④ 複数の農場間で、同一又は連続した日に獣医師、人工授精師又は削蹄師が作業

していたこと

⑤ 死亡獣畜処理業者や飼料運送業者の車両等が近接道路を通行していたこと

⑥ 他の農場のたい肥置場が近接しており、付近にはカラスやトビが多かったこと

等が確認されており、これらの人や物の動きがウイルスの侵入原因となった可能性

がある。

また、８例目（川南町）及び９例目（えびの市）の農場については、系列農場で

ある７例目農場との間に人、物及び車両の動きが確認されており、これらの動きが

伝播要因になったものと考えられる。その他の初期の発生事例における要因ごとの

調査結果を以下に示す。
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２例目農場（ウイルス侵入推定４番目）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：牛 ６８頭

発 生 確 認 日：４月２１日

推 定 発 症 日：４月１２日

推定ウイルス排出日：４月 ９日

推定ウイルス侵入日：４月 ５日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

４月７日に当該農場を訪問した死亡獣畜処理業者が、当該農場を訪問する直前に

７例目農場（４月２５日発生）を訪問しており、７例目農場ではこの時点でウイル

スが排出されていたと推定されることから、ウイルス侵入の要因となった可能性が

あると考えられる。

【伝播】

４月７日の訪問後、死亡獣畜処理業者は当該農場に訪問していないことから、ウ

イルス伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

当該農場には数社の飼料運送業者が搬入しており、本年３月に入ってからは３社

計６回の搬入が確認されている。これらの車両の中には、当該農場にウイルスが侵

入したと推定される時期に訪問している車両もあるが、当該農場へ搬入する前にウ

イルスが排出されている時期の農場を訪問した車両は確認されなかったことから、

ウイルス侵入要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

当該農場でウイルスを排出していたと考えられる時期に、飼料運送業者が立ち入

っていないことから、伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 人関連

① 獣医師

【侵入】

当該農場を訪問した獣医師は、当該農場より先にウイルスを排出していたと推定

される農場を訪問していないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は極め
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て低いと考えられる。

【伝播】

４月１２～１６日に当該農場を訪問した獣医師は、１２日及び１５日に４例目農

場（４月２２日発生）を訪問していた。この時期は当該農場でウイルスが排出され

ていたと推定される時期であり、かつ、４例目農場にウイルスが侵入したと推定さ

れる時期にも近いことから、４例目農場へのウイルス伝播の要因となった可能性が

あると考えられる。

② 人工授精師

【侵入】

人工授精師は、当該農場より先にウイルスを排出していたと推定される農場を訪

問していないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えら

れる。

【伝播】

当該農場でウイルスが排出されていたと推定される４月１６日に作業した人工授

精師は、その後も１日当たり１０軒程度の牛飼養農場で作業を行っていた。これら

の農場のうち、当該農場で作業した１６日に立ち入った１１例目農場（推定ウイル

ス侵入日４月１８日、４月２９日発生 、２日後に立ち入った１６例目農場（推定）

ウイルス侵入日４月２１日、５月３日発生）及び１７例目農場（推定ウイルス侵入

日４月２２日、５月３日発生）については、ウイルスが侵入したと推定される時期

と近く、これらの３農場への伝播の要因となった可能性があると考えられる。

③ 畜産ヘルパー

【侵入】

畜産ヘルパーは、当該農場より先にウイルスを排出していたと推定される農場を

訪問していないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考え

られる。

【伝播】

４月１８日には当該農場で作業し、その後、７１例目農場（５月１１日発生）を

訪問していたが、７１例目農場にウイルスが侵入したと推定される時期（推定ウイ

ルス侵入日：４月３０日）とはずれており、このことが当該農場へのウイルス伝播

の要因となった可能性は低いと考えられる。

④ 農場主等

【侵入】

農場主及びその家族に海外渡航歴はない。また、農場主は当該農場より先にウイ

ルスを排出していたと推定される農場を訪問していないことから、ウイルス侵入の

要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】
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、 、 （ ）、 （ ）４月１７日に 当該農場 ４例目 ４月２２日発生 ５例目 ４月２３日発生

の家族が当該農場が所有する畑にて牧草ロールの調製作業を共同で実施している。

この時期には当該農場において既に発症していたと推定され、かつ、４例目及び５

例目農場にウイルスが侵入したと推定される時期（推定ウイルス侵入日：４月１１

日、１４日）と近いため、これらの農場へのウイルス伝播の要因となった可能性は

否定できない。

４ 野生動物

ネコ、ハト、スズメ、カラス、ツバメ、ムクドリ等が見られ、特にスズメが多く

見られたとのこと。

５ その他

【侵入】

当該農場は７例目農場（４月２５日発生）と道路を挟んで隣に位置している。７

例目農場においては、４月２４日に家保が立入検査した際、全体の半分程度の牛房

（畜舎の中を柵などで囲った牛の飼養スペースで、肥育牛の場合には、１牛房で数

頭から十数頭の牛を飼養するのが通常である ）において流涎を示す牛の存在を確。

認しており、かなりの量のウイルスが排出されていたと考えられることから、７例

目農場からの近隣伝播がウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

【伝播】

集乳車が２日に１回、３農場（１１例目、４３例目及び当該農場）に立ち寄って

おり、道路側の集乳施設から集乳していた。当該農場がウイルスを排出していたと

推定される時期と、１１例目農場にウイルスが侵入したと推定される時期（推定ウ

イルス侵入日：４月１８日）が重なっていることから、集乳車によって当該農場か

ら１１例目農場にウイルスが伝播した可能性があると考えられる。
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８例目農場（ウイルス侵入推定５番目）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：牛 １，０１９頭

発 生 確 認 日：４月２８日

推 定 発 症 日：４月１４日

推定ウイルス排出日：４月１１日

推定ウイルス侵入日：４月 ７日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

４月１４日に他県の系列農場から２頭搬入している。この時期は当該農場にウイ

ルスが侵入したと推定される時期に近いものの、搬入元である系列農場では異常が

確認されておらず、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

また、４月５、６、１２、１８日に死亡獣畜処理業者が当該農場を訪問していた

が、この業者は４月７日に７例目農場（４月２５日発生）も訪問している。この時

期は、当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期と近く、また、７例目農場

で発症していたと推定される時期（推定発症日：４月８日）にも近い。４月７日に

７例目農場を訪問した後、当該農場を訪問するまでの間は５日あるが、このことが

当該農場へのウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

２ 飼料関連

【侵入】

同じ系列農場である７例目及び９例目農場と同じ飼料運送業者が搬入しており、

４月２日に７例目農場を訪問した車両と同一車両が、４月３日に当該農場も訪問し

ている。この時期は、当該農場にウイルスが侵入した時期と近く、また、７例目農

場のウイルス排出日（推定ウイルス排出日：４月５日以降）と近いことから、飼料

運送業者がウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

３ 人関連

① 獣医師

【侵入】

７例目農場（４月２５日発生）と同じ獣医師が担当しており、この獣医師がウイ

ルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

【伝播】
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当該獣医師は、１３系列農場を一人で担当し、必要に応じて往診しており、獣医

師の出入りがウイルス伝播の要因となった可能性は否定できない。

② 従業員

【侵入】

同一系列の農場間を行き来している従業員がいることから、従業員の出入りがウ

イルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

【伝播】

同一系列農場間における従業員の動きがウイルス伝播の要因となった可能性は否

定できない。

また、１２例目農場（４月３０日発生）の従業員の自宅が当該農場の目の前であ

り、当該農場でウイルスの排出が始まったと推定される時期と、１２例目農場にウ

イルスが侵入したと推定される時期が近いことから、当該農場から１２例目農場へ

のウイルス伝播の要因となった可能性があると考えられる。

４ 野生動物

特記事項なし。
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３例目農場（ウイルス侵入推定６番目）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：牛 １１８頭

発 生 確 認 日：４月２１日

推 定 発 症 日：４月１７日

推定ウイルス排出日：４月１４日

推定ウイルス侵入日：４月１０日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入・伝播】

当該農場では本年４月に入ってからの出荷・導入が確認されておらず、これらが

ウイルス侵入及び伝播の要因となった可能性はない。

３月２３日に死亡獣畜処理業者が当該農場を訪問しているが、当該農場にウイル

スが侵入したと推定される時期よりもかなり早いことから、ウイルス侵入の要因と

なった可能性は極めて低いと考えられる。また、その後の訪問がないことから、伝

播の要因となった可能性も極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

４月に入ってから２回、飼料運送業者が配合飼料を搬入しており、うち４月８日

は当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期に近いが、当該農場を訪問する

前にウイルスを排出していたと考えられる農場を訪問しておらず、ウイルス侵入の

要因となった可能性は低いと考えられる。なお、４月１７日に中国産稲わらが搬入

されていたが、未使用であった。

【伝播】

飼料運送業者が当該農場を訪問したのは、ウイルスの排出が始まったと推定され

る日以前の４月８日が最後であり、ウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考

えられる。

３ 人関連

① 獣医師

【侵入】

当該農場を訪問していた獣医師は、当該農場より先にウイルスを排出していたと

推定される農場を訪問していないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は
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極めて低いと考えられる。

【伝播】

４月に入り獣医師が４回訪問しており、うち１４日、１９日及び２０日は当該農

場でウイルスが排出されていたと推定される時期と重なる。しかしながら、この獣

医師が他の発生農場を訪問した時期と、それらの農場にウイルスが侵入したと推定

される時期は重ならないため、ウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えら

れる。

② 削蹄師

【侵入】

削蹄師は、当該農場より先にウイルスを排出していたと推定される農場を訪問し

、 。ていないことから ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる

【伝播】

当該農場でウイルスが排出されていたと推定される４月１６日に作業した削蹄師

は、その後の約１週間で８つの発生農場に立ち入っていたが、ウイルスの侵入が推

定される時期とは重ならないため、これらの訪問が伝播の要因となった可能性は低

いと考えられる。

③ 農場主等

【侵入・伝播】

農場主の畜産関連の訪問先としては、４月に家畜市場に行った以外は、他の畜産

農家へ回覧板を届けた程度である。また、農場主及びその家族に海外渡航歴はない

、 。ことから ウイルス侵入及び伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられる

４ 野生動物

特記事項なし。

５ その他

【侵入】

当該農場は７例目農場（４月２５日発生）と道路を挟んで斜め向かいに位置して

いる。７例目農場においては、４月２４日に家保が立入検査した際、全体の半分程

度の牛房（畜舎の中を柵などで囲った牛の飼養スペースで、肥育牛の場合には、１

牛房で数頭から十数頭の牛を飼養するのが通常である ）において流涎を示す牛の。

存在を確認しており、かなりの量のウイルスが排出されていたと考えられることか

ら、７例目農場からの近隣伝播が侵入の要因となった可能性は否定できない。
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４例目農場（ウイルス侵入推定７番目）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：牛 ６４頭

発 生 確 認 日：４月２２日

推 定 発 症 日：４月１８日

推定ウイルス排出日：４月１５日

推定ウイルス侵入日：４月１１日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

当該農場では４月に入ってからの家畜の移動は確認されておらず、家畜の移動が

ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

粗飼料としては、豪州産のオーツヘイを購入するとともに、自家製の牧草も利用

していた。飼料運送業者は当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期に、ウ

イルスを排出していたと考えられる他の農場を訪問していないことから、粗飼料が

ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 人関連

① 獣医師

【侵入】

４月に入り獣医師が当該農場を３回訪問しているが、そのうちの１２日は当該農

場にウイルスが侵入したと推定される時期であり、かつ、同じ日にウイルスが排出

されていたと考えられる時期の２例目農場（４月２１日発生）も訪問している。

したがって、この訪問が当該農場へのウイルス侵入の要因となった可能性がある

と考えられる。

【伝播】

当該農場でウイルスの排出が始まっていたと考えられる４月１５日及び１９日に

獣医師が当該農場を訪問しており、当該獣医師は１５日に２９例目農場（推定ウイ

ルス侵入日：４月２４日）、１９日に３４例目農場（推定ウイルス侵入日：４月

２６日）も訪問していることから、このことがウイルス伝播の要因となった可能性

は否定できない。
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② 人工授精師

【侵入・伝播】

４月４日に人工授精師が当該農場を訪問しているが、当該農場にウイルスが侵入

したと推定される時期及びウイルスの排出が開始されたと推定される時期よりも前

であるため、ウイルス侵入及び伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

③ 農場主等

【侵入】

４月１７日に、当該農場、２例目農場及び５例目農場（４月２３日発生）の家族

が２例目の農場が所有する畑にて、共同で牧草ロールの調製作業を行った。

この時期には２例目農場で既に発症していたと推定され、かつ、当該農場及び５

例目農場にウイルスが侵入したと想定される時期にも近いことから、当該農場への

ウイルスの侵入の要因となった可能性が否定できない。

なお、農場主の妻が６例目農場（４月２３日発生）で２月までチーズの製造作業

にパートとして従事していたが、その後は休職している。

４ 野生動物

ハト、カラスが多いとのこと。

５ その他

【侵入】

当該農場は７例目農場（４月２５日発生）の付近に位置している（直線距離にし

て４００ｍ以内 。７例目農場においては、４月２４日に家保が立入検査した際、）

全体の半分程度の牛房（畜舎の中を柵などで囲った牛の飼養スペースで、肥育牛の

場合には、１牛房で数頭から十数頭の牛を飼養するのが通常である ）において流。

涎を示す牛の存在を確認しており、かなりの量のウイルスが排出されていたと考え

られることから、７例目農場からの近隣伝播がウイルス侵入の要因となった可能性

は否定できない。
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１２例目農場（ウイルス侵入推定８番目）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：豚 １，４７３頭

発 生 確 認 日：４月３０日

推 定 発 症 日：４月１９日

推定ウイルス排出日：４月１６日

推定ウイルス侵入日：４月１２日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 豚の導入

【侵入】

４月８日に２４頭を系列農場から導入していたが、導入元の農場では異常は確認

されておらず、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

② 子豚の出荷

【伝播】

系列農場へ毎週月・水・金曜日に出荷しており、この出荷先のうちの一つが３９

例目農場（５月７日発生）である。

出荷は４月１９日まで続けられていたが、当該農場でウイルスが排出されていた

時期（推定ウイルス排出日：４月１６日以降）と考えられること、また、３９例目

農場にウイルスが侵入したと考えられる時期（推定ウイルス侵入日：４月２６日）

に近いことから、この出荷が３９例目農場へのウイルス伝播の要因となった可能性

は否定できない。

③ 死亡豚処理

【侵入】

死亡豚の処理業者は４月１１日に当該農場を訪問していた。この車両は当該農場

を訪問する４日前に、飼養牛がウイルスを排出していたと考えられる別の発生農場

（第７例目：４月２５日発生）を訪問しており、このことがウイルス侵入の要因と

なった可能性は否定できない。

２ 飼料関連

【侵入】

同一の飼料運送業者が他の発生農場にも立ち入っていたが、これらの発生農場で

ウイルスが排出されていたと推定される時期よりも早く、ウイルス侵入の要因とな

った可能性は極めて低いと考えられる。
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【伝播】

飼料運送業者は、４月に入ってから当該農場に２回搬入しており、最後の訪問日

である４月２２日は、当該農場でウイルスを排出していたと推定される時期（推定

ウイルス排出日：４月１６日以降）と重なる。

また、訪問した順序は不明ではあるが、この日に同じ飼料運送業者が訪問した農

場のうち、４農場（当該農場、４２例目、２７８例目及び２８１例目）で発生が確

認されており、このうちの４２例目農場（５月７日発生）にウイルスが侵入したと

考えられる時期（推定ウイルス侵入日：４月２７日）に近いことから、ウイルス伝

播の要因となった可能性があると考えられる。

３ 敷料関連

【侵入・伝播】

敷料を搬入していた業者については、他の発生農場との関連が認められないこと

から、敷料がウイルス侵入及び伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられ

る。

４ 人関連

① 従業員

【侵入】

従業員のうち１名が８例目農場（４月２８日発生）の隣に居住し、当該農場へ車

で通勤していたことから、このことがウイルス侵入の要因となった可能性は否定で

きない。

【伝播】

当該農場はグループ企業の１農場であり、グループ内の勉強会が毎週開催されて

いた。この勉強会が最後に開催された４月２０日は、当該農場で既に発症していた

と推定される時期であり、また、出席者が勤務していた２６例目農場（５月６日発

生）にウイルスが侵入したと推定される時期に近いことから、このことがウイルス

伝播の要因となった可能性があると考えられる。

② 獣医師

【侵入】

当該農場を訪問する前に、ウイルスを排出していたと考えられる農場は訪問して

おらず、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

４月に入ってから獣医師が当該農場を訪問したのは７、１４日であり、ウイルス

の排出が開始されたと考えられる時期に近い。

しかしながら、当該農場訪問後に獣医師が各発生農場を訪問した日は、それぞれ
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の農場にウイルスが侵入したと推定される日とずれていることから、ウイルス伝播

の要因となった可能性は低いと考えられる。

５ 野生動物

カラス、スズメ、タヌキ、ネズミ、ゴキブリが確認されている。

６ その他

【伝播】

系列農場で共同利用するためのふん尿置場が、１０例目農場（４月２８日発生）

及び１３例目農場（５月１日発生）の裏手に設けられており、これらの農場への伝

播の要因となった可能性があると考えられる。

【侵入】

当該農場は角地にあり、一方の道路は初期の発生農場が集中して所在している地

域から川南町市街へ向かう幹線道路、もう一方の道路は死亡獣畜処理業者に向かう

道路であることから、これらの道路を通過する車両等を介してウイルスが侵入した

可能性も否定できない。

〔まとめ〕

・ 通常、豚は牛と比べると感染しにくいものの、いったん感染した後は、牛の百倍

～２千倍程度のウイルスを排出するため、豚にまで感染したことが今回発生が拡大

した大きな要因になったものと考えられる （ウイルス株の病原性の強さは、株に。

よって異なるため （独）動物衛生研究所において感染実験を行い、今回分離され、

たウイルス株の病原性を確認する予定 ）豚の発生農場のうち、最も早い時期にウ。

イルスが侵入していたと推定されるのは、当該農場であると考えられる。

・ １２例目農場は、２～７例目農場（６例目農場を除く）を中心とする発生農場が

密集した地帯に近接し、死亡獣畜処理業者や飼料運送業者等の畜産関係車両が日常

的に当該農場の近接道路を通行しており、かつ、発生農場の目前にある自宅からの

通勤者がいたことも確認されている。これらのことから、車両及び人の移動に伴い

ウイルスが農場内に侵入した可能性は否定できない。
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９例目農場（ウイルス侵入推定９番目 ：えびの市①）

所 在 地：えびの市

飼 養 状 況：牛 ２７７頭

発 生 確 認 日：４月２８日

推 定 発 症 日：４月１７日

推定ウイルス排出日：４月１４日

推定ウイルス侵入日：４月１０日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

当該農場は、年間約１４０～１５０頭の牛を出荷しており、出荷頭数が少ない場

合には、同一系列の集荷トラックに混載して出荷していた。直近では、本年４月

１３日、同一系列である７例目農場で９頭を積み込んだ後、当該農場において同じ

集荷トラックに３頭を積み込み、食肉処理場に出荷している。

４月１３日には７例目農場で既に発症していた時期（推定発症日：４月８日）以

降と推定されること、また、当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期（推

定ウイルス侵入日：４月１０日）であることから、７例目農場から当該農場にウイ

ルスが侵入した可能性が高いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

４月１７日に７例目農場へ飼料が搬入されていたが、同日に同一車両が当該農場

へも飼料を搬入していた。この時期は既に７例目農場で発症していたと推定される

時期（推定発症日：４月８日）であり、１７日は当該農場へウイルスが侵入したと

推定される時期（１０日）と近いことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は

否定できない。

【伝播】

飼料運送業者が搬入していた他の農場を追跡調査した結果、異常が認められず、

飼料運送業者がウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 人関連

① 獣医師

【伝播】

４月１９日に獣医師が診察したところ、１頭に流涎が認められ口腔内を観察した
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が、水疱が確認できなかったため、口内炎の治療を行った。この獣医師が関与した

他の農場では異常は認められず、このことがウイルス伝播の要因となった可能性は

低いと考えられる。

② 従業員

【侵入】

通常は農場主とその家族で牛の飼養管理を行っていたが、系列農場の従業員が時

々訪問していた（発生確認日の前後では３月２０日、４月２０日 。）

、 、３月２０日は当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期よりも早く また

４月２０日には既に発症していたため、これらの訪問が当該農場へのウイルス侵入

の要因となった可能性は低いと考えられる。

４ 野生動物

牛舎内でハト、カラス、アナグマ、ネズミが確認されていた。

５ その他

【伝播】

４月１０日に２２例目の発生農場（えびの市）も使用していた共同たい肥場に搬

出した。

当該農場にウイルスが侵入した時期は、７例目農場からのトラックが立ち寄った

４月１３日であると考えられ、この共同たい肥場を介して２２例目農場に伝播した

可能性は低いと考えられる。さらに、この共同たい肥場を使用していた他の農場に

おいて、異常は確認されていない。
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５例目農場（ウイルス侵入推定１０番目）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：牛 ７６頭

発 生 確 認 日：４月２３日

推 定 発 症 日：４月２１日

推定ウイルス排出日：４月１８日

推定ウイルス侵入日：４月１４日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 牛の導入・出荷

【侵入・伝播】

４月１１日に家畜市場のセリに参加しているが、牛の導入及び出荷は確認されて

おらず、ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

② 死亡牛の処理

【侵入・伝播】

３月から４月の発生確認までの間、死亡獣畜処理業者による回収は確認されてお

らず、ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

４月には当該農場へ飼料が４回搬入されていたが、当該農場を訪問した時期は、

当該農場へウイルスが侵入したと推定される時期とずれており、ウイルス侵入の要

因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

当該農場を訪問した飼料運送車両が、その後に訪問した農場のうちの１農場で発

生が確認されたが、この訪問時期はこの発生農場にウイルスが侵入したと推定され

る時期とずれており、ウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 敷料関連

【侵入】

３月２４日にノコクズが搬入されているが、当該農場にウイルスが侵入したと推

定されている時期よりも２週間程度早く、ウイルス侵入の要因になった可能性は低

いと考えられる。
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４ 人関連

① 農場主本人及びその家族

【侵入】

農場主及びその家族にも海外渡航歴はない。

農場主の家族が６例目農場において３月末まで勤務していたが、当該農場にウイ

ルスが侵入したと推定される時期には既に休職し勤務しておらず、ウイルス侵入の

要因となった可能性は低いと考えられる。

農場主及びその家族が、４月１７日に２例目農場の畑で牧草ロールの調製作業を

行っており、２例目及び４例目農場の家族がこの作業に参加している。これは２例

目農場でウイルスが排出されていたと推定されている時期（推定ウイルス排出日：

４月９日以降）であり、ウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

② 獣医師

【侵入】

当該農場を訪問する前に、ウイルスが排出されていたと推定される農場への立入

りは確認されておらず、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

当該農場への立入り後に立ち寄った農場の一部で発生が確認されているが、当該

農場にウイルスが侵入したと推定される時期とずれており、ウイルス伝播の要因と

なった可能性は低いと考えられる。

③ 削蹄師

【侵入】

４月１７日に削蹄師が立ち入っており、前日まで３例目農場で作業していたこと

が確認されている。この時期には３例目農場でウイルスが排出されていたと推定さ

れており、ウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

５ その他

【侵入】

当該農場は７例目農場（４月２５日発生）の付近に位置している（直線距離にし

て４００ｍ以内 。７例目農場においては、４月２４日に家保が立入検査した際、）

全体の半分程度の牛房（畜舎の中を柵などで囲った牛の飼養スペースで、肥育牛の

場合には、１牛房で数頭から十数頭の牛を飼養するのが通常である ）において流。

涎を示す牛の存在を確認しており、かなりの量のウイルスが排出されていたと考え

られることから、ウイルス侵入の要因となったことは否定できない。

３月２７日に４例目農場の農場主が当該農場を訪問していたが、両農場ともにウ

イルスの侵入が推定される時期よりも早く、ウイルス侵入の要因となった可能性は
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低いと考えられる。

【伝播】

４例目農場の他にも、複数の畜産農家が４月２０日までに立ち入っており、その

中の一部農場で後日発生が確認されている。しかし、これらの発生農場にウイルス

が侵入したと推定される時期よりも早く、このことがウイルス伝播の要因となった

可能性は極めて低いと考えられる。

６ 野生動物

野生動物の目撃情報は特にない。
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１０例目農場（ウイルス侵入推定１１番目）

（宮崎県畜産試験場川南支場）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：豚 ４８６頭

発 生 確 認 日：４月２８日

推 定 発 症 日：４月２３日

推定ウイルス排出日：４月２０日

推定ウイルス侵入日：４月１６日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 豚の導入

【侵入】

１月２８日以降は導入実績はなく、豚の導入が当該農場にウイルスが侵入する要

因となった可能性は極めて低いと考えられる。

② 肥育豚の出荷

【侵入】

肥育豚の出荷は３月２６日の地域内の食肉処理施設への出荷が最後であり、それ

以降の出荷はないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考

えられる。

③ 廃用豚の出荷

【侵入】

４月に９回、計５８頭を出荷しており、出荷先はすべて地域内の食肉処理施設で

ある。直近の出荷は４月１６日であり、当該農場にウイルスが侵入したと推定され

ている時期（推定ウイルス侵入日：４月１６日）と重なる。また、４月１１、１３

日に１２例目農場が同食肉処理施設に出荷しており、１２例目農場からウイルスが

排出されていたと推定される時期（推定ウイルス排出日：４月１６日以降）に近い

ことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

④ 死亡畜の処理

【侵入・伝播】

死亡畜は敷地内で処理しており、このことがウイルス侵入及び伝播の要因になっ

た可能性は極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】
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４月には当該農場へ飼料が複数回搬入されていたが、そのうち４月１４日は当該

農場にウイルスが侵入したと推定される時期に近い。しかしながら、当該農場への

訪問前に立ち寄っている農場は、ウイルスが排出されていたと推定される時期とず

れており、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

また、４月２０日にも当該農場に搬入されており、この時期には当該農場でウイ

ルスが排出されていたと推定される。当該農場への搬入後に他の発生農場を訪問し

、 、ているが これらの発生農場にウイルスが侵入したと推定される時期はずれており

ウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 敷料関連

【侵入】

４月５日に業者がノコクズを搬入しているが、ウイルスが侵入したと推定される

時期よりも前であり、当該農場にウイルスが侵入した要因となった可能性は低いと

考えられる。

４ 人関連

① 従業員

【伝播】

自宅が和牛飼養農家である職員が４月２０日まで豚舎に入っていたが、当該農場

にウイルスが侵入したと推定される時期とは重なっておらず、このことがウイルス

伝播の要因になった可能性は低いと考えられる。

② 修理業者

【侵入】

修理等で部外者が入る場合はシャワーを使用し、着替えた上で入場していた。４

月１４、１５、１６、２１、２２日に修理業者が入場しており、４月１５、１６日

は当該農場へウイルスが侵入したと推定されている時期と重なるものの、その前後

には他の発生農場に立ち入っていないことから、当該修理業者が入場したことによ

ってウイルスが侵入した可能性は低いと考えられる。

【伝播】

２１日及び２２日に当該農場に訪問した後、他の畜産農家を訪問していないこと

から、ウイルス伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

５ 野生動物等

【侵入】

当該農場敷地内にはトビ、カラス等の野鳥が多く見られた上に、ネズミやハエ、
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ゴキブリ等も見られた。４月２２日、育成豚舎と種豚舎の間を場内の舗装道路を歩

かせて豚を移動させたが、この道路にはこれらの野生動物等が容易に入れる状況に

あった。なお、この移動は育成豚舎と種豚舎の間を双方向で行ったが、この移動を

行った育成豚舎及び種豚舎の双方で口蹄疫の発生が確認されており、この移動時に

ウイルスに感染した可能性は否定できない。

６ その他

【侵入】

隣接する１３例目農場のすぐ裏手（直線距離で２００ｍ程度）に１２例目農場の

たい肥置場が設けられており、かつ、４月３０日の１２例目農場での発生確認まで

の間、当該農場の近接道路を経由してたい肥が搬出されていた。また、当該農場付

近には野鳥が多く見られたことから、１２例目農場のたい肥を介して当該農場へウ

イルスが侵入した可能性があると考えられる。

〔まとめ〕

・ 当該農場は４月２３日以降に発症したと推定されており、ウイルスは４月中旬に

侵入していたと考えられる。

、 、 、 、・ 当該農場は セミウィンドウレス豚舎で飼養し 車両の消毒槽 消毒液噴霧装置

豚の飼養エリアに入出場する際のシャワー室等の防疫関連施設・設備を備えていた

が、１例目の発生が確認された４月２０日までは、飼料運送業者等の関係車両に対

する消毒は行われていたものの、職員の通勤車両に対する入場時の消毒は実施され

ていなかった。なお、消毒薬についても口蹄疫ウイルスに対する効果が期待できな

い逆性石けんが使用されていた（４月２１日以降は、塩素系消毒薬へ変更 。）

・ さらに、豚の飼養エリアへ入出場する際のシャワーについては、４月２０日まで

は部外者には使用を義務付けていたものの、職員に対しては義務付けていなかった

（４月２１日以降は、職員にも義務付け 。）

・ また、４月２２日、育成豚舎と種豚舎の間を場内の舗装道路を歩かせて豚を移動

させたが、農場敷地内にはトビ、カラス等の野鳥が多く見られ、野鳥による機械的

伝播が考え得る状況にあった。そのため、この移動が感染リスクを高めた可能性が

あると考えられる。

・ 当該農場と１３例目は隣接しているが、１３例目農場のすぐ裏手（直線距離で

２００ｍ程度）に１２例目農場のたい肥置場が設けられており、かつ、４月３０日

の１２例目農場での発生確認までの間、当該農場及び１３例目農場の近接道路を経

由してたい肥が搬出されていたため、１２例目農場のたい肥を介して近隣農場へ伝

播した可能性があると考えられる。
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１３例目農場（ウイルス侵入推定１２番目）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：豚 ３，８８２頭

発 生 確 認 日：５月 １日

推 定 発 症 日：４月２４日

推定ウイルス排出日：４月２１日

推定ウイルス侵入日：４月１７日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 導入

【侵入】

３月１７日の導入を最後に４月以降の導入がないことから、豚の導入が当該農場

へのウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

② 出荷

【伝播】

４月９日に子豚３８頭を種豚農場へ出荷しているが、この農場では発生が確認さ

れておらず、伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

③ 死亡豚の処理

【侵入】

死亡獣畜処理業者がほぼ毎日回収に来ていたが、ウイルスが侵入したと推定され

る時期が当該農場よりも早い農場からは回収しておらず、ウイルス侵入の要因とな

った可能性は低いと考えられる。

２ 飼料関連

【伝播】

４月に入ってから当該農場へ飼料が１４回搬入されていた。当該農場でウイルス

が排出されていたと推定される時期（推定ウイルス排出日：４月２１日以降）に、

当該農場への搬出後に立ち寄った農場の一部（３７例目、４４例目）で発生が確認

された。立ち寄った時期（４月２４日）が発生農場にウイルスが侵入したと推定さ

れる時期（推定ウイルス侵入日：両方とも４月２６日）に近く、飼料運送業者がウ

イルス伝播の要因となった可能性があると考えられる。
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３ 敷料関連

【侵入】

４月に入ってから当該農場へノコクズが６回搬入されていたが、当該敷料運送業

者が配送に用いるトラックは、各農場に配送する度に帰社しており、連続して配送

することはない。

当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期である４月１６日にも、当該農

場にノコクズが搬入されており、同日に３例目農場も訪問している。３例目農場と

当該農場のどちらを先に訪問したかを含め、４月１６日の配送順は記録されていな

いが、３例目農場のウイルス排出時期（推定ウイルス排出日：４月１４日以降）と

重なっていることから、敷料の搬入によってウイルスが侵入した可能性は否定でき

ない。

４ 人関連

農場へ入出場する際には専用の消毒室で消毒しており、また、豚の飼養エリアへ

入出場する際はシャワー及び着替えが義務付けられていた。なお、４月１９日まで

使用していた消毒薬は、口蹄疫ウイルスに対する効果が期待できるものではなかっ

た。

① 獣医師

【侵入】

４月１２、１６、２３日に獣医師が当該農場で診察しているが、関連農場に異常

は認められず、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

当該獣医師が訪問している他の農場で異常が認められていないことから、ウイル

ス伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

② 従業員

【侵入・伝播】

従業員７名の中に自宅で家畜を飼養している者はいなかった。また、４月７日以

降、家族及び本人の他の畜産農家との接触もなかったことから、ウイルス侵入及び

伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

５ 野生動物

猫、カラス、スズメ等が場内に入ってくることがあった。カラス等が豚舎にまで

入ることはないが、道路向かいの食鳥処理場からカラスやトンビが運んだと思われ

る鳥の足や頭が豚舎の屋根や場内で見られた。
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６ その他

【侵入】

発生豚舎のすぐ裏手（直線距離で２００ｍ程度）に１２例目農場のたい肥置場

が設けられており、かつ、４月３０日の１２例目農場での発生確認までの間、当該

農場の近接道路を経由してたい肥が搬出されていた。また、当該農場付近には野鳥

が多く見られたことから、１２例目農場のたい肥を介して当該農場へウイルスが伝

播した可能性があると考えられる。

〔まとめ〕

・ 当該農場では４月２４日頃に発症していたと推定され、ウイルスは４月中旬に侵

入していたと推定される。

・ 同農場は、ウィンドウレス豚舎で飼養し、車両の消毒槽、消毒液噴霧装置、農場

に入出場する際のシャワー室等の防疫関連施設・設備を備えており、場内に入場す

る車両に対する消毒は行われていた。なお、使用されていた消毒薬は口蹄疫ウィル

スに対する効果が期待できない逆性石けんであった （４月２１日以降は、塩素系。

消毒薬へ変更）

・ 西側道路との境界部の塀の高さが１メートル前後とかなり低いなどのバイオセキ

ュリティ上の不備も確認された。

・ 豚の飼養エリアへ入出場する際のシャワーについては、すべての者に義務付けて

おり、場内の豚の移動には重機が用いられていた。

・ 当該農場と１０例目（４月２８日発生）は隣接しているが、当該農場のすぐ裏手

（直線距離で２００ｍ程度）に１２例目農場（４月３０日発生）のたい肥置場が設

けられており、かつ、４月３０日の１２例目農場での発生確認までの間、当該農場

及び１０例目農場の近接道路を経由してたい肥が搬出されていたため、１２例目農

場のたい肥を介して近隣農場へ伝播した可能性があると考えられる。
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１１例目農場（ウイルス侵入推定１３番目）

所 在 地：川南町

飼 養 状 況：牛 ５０頭

発 生 確 認 日：４月２９日

推 定 発 症 日：４月２５日

推定ウイルス排出日：４月２２日

推定ウイルス侵入日：４月１８日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入・伝播】

４月１６日に家畜市場へ３頭出荷しているが、購入先の農場ではいずれも異常が

認められていない。また、ウイルスが侵入した推定される時期よりもかなり早い時

期から家畜は導入されておらず、家畜の移動がウイルスの侵入及び伝播の要因とな

った可能性は極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

４月に入ってから飼料運送車両が８回立ち入っており、当該農場に立ち入った前

日、または当日に立ち寄った農場の一部で発生が確認されているが、これらの発生

農場でウイルスが排出されていたと推定される時期よりも早く、ウイルス侵入の要

因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

当該農場と同日または次の日に立ち寄った農場の一部で発生が確認されている

が、これらの発生農場にウイルスが侵入したと推定されている時期よりも早く、ウ

イルス伝播の要因になった可能性は低いと考えられる。

３ 人関連

① 人工授精師

【侵入】

４月１６日に２例目農場に立ち入った後、当該農場に立ち入った。２例目農場は

（ ）ウイルスが排出されていたと推定される時期 推定ウイルス排出日：４月９日以降

であり、かつ、当該農場にウイルスが侵入したと推定されている時期（推定ウイル

ス侵入日：４月１８日）でもあることから、ウイルス侵入の要因となった可能性が

あると考えられる。
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【伝播】

人工授精師が当該農場を訪問した時期は、ウイルス排出が始まったと推定される

時期よりも早く、ウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

② 獣医師

【侵入】

４月１４日に２例目農場に立ち入った後、当該農場に１７日に立ち入った。１４

日は２例目農場でウイルスが排出されていたと推定される時期（推定ウイルス排出

日：４月９日以降）であり、かつ、１７日は当該農場へウイルスが侵入したと推定

されている時期（推定ウイルス侵入日：４月１８日）に近い。立ち入ったのは牛舎

は、発症牛がいた牛舎とは異なるものの、この獣医師によってウイルスが侵入した

可能性は否定できない。

４ 野生動物

野生動物を目撃したとの情報はない。

５ その他

【侵入】

集乳車が２日に１回、３農場（２例目、４３例目及び当該農場）に立ち入ってお

り、当該農場においては農場入口まで来ていた。当該農場にウイルスが侵入したと

推定される時期には、２例目農場でウイルスが排出されていたと推定され、集乳車

によって当該農場にウイルスが侵入した可能性があると考えられる。

【伝播】

集乳車がそれぞれの農場に立ち入った時期と、当該農場でウイルスが排出されて

いたと推定されている時期及び４３例目農場にウイルスが侵入したと推定されてい

る時期（推定ウイルス侵入日：４月２７日）が重なることから、集乳車によってウ

イルスが伝播した可能性があると考えられる。
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（３）ワクチン接種区域外等の遠隔地における発生

今回は川南町を中心とした地区において数多くの発生が確認されたが、他の地域に

おいても発生しており、えびの市、日向市、西都市、宮崎市、都城市、国富町の発生

事例について、それぞれの地域ごとの調査結果を以下に示す。

なお、ワクチン接種区域外等の発生農場の推定発症日等については次ページの資料

６を参照されたい。
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例数 3月中旬 3月下旬 4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬 7月上旬

9

22

68

83

280

283

284

285

289

290

291

292

　　　：推定侵入日、　　　：推定発症日、　　　　：確認日

①　発症日の推定 ： 立入検査を行った際の臨床症状 (例：資料５) やその進行の程度、血清中の抗体価等を基に発症日を推定。
②　ウイルス侵入日の推定 ： 一般的にウイルスの感染から発症まで１～２週間を要するとされていることから、推定発症日の１～２週間
前を侵入日として推定。

（資料６） ワクチン接種区域外等（えびの市、都城市、西都市、日向市、宮崎市、国富町）の発生農場の推定発症日等

　ワクチン接種区域外等（えびの市、都城市、西都市、日向市、宮崎市、国富町）の発生農場について、発症日を推定し、その１～２週間前を侵入日と推定。

5/18～25

6/1～

6/9

5/14～21 5/28～ 6/10

6/7～14 6/21～ 7/4

5/24～31

6/7～

6/10

5/24～31

6/7～

6/10

5/26～6/2

6/9～

6/13

5/29～6/5

6/12～

6/16

5/29～6/7

6/14～

6/18

4/3～10

4/17～

4/28

4/13～19

4/26～

5/5

4/13～5/1

5/8～

5/11

4/13～5/1

5/8～

5/13
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○ えびの市の事例

４月１３日、川南町の７例目農場で９頭の牛を積んだ家畜運搬車両が系列農場の

一つである９例目農場（４月２８日に口蹄疫発生を確認）へ立ち寄って３頭の牛を

積み込んでいるが、この時期には７例目農場でウイルスの排出が始まっていたもの

と考えられ、この際の家畜運搬車両又は人の移動によって伝播した可能性が高い。

なお、７例目及び９例目農場から出荷された牛については、食肉処理場において検

査されているが、口蹄疫に感染していたとの報告はない。

えびの市では、この９例目農場の発生後、豚飼養農場である２２例目農場（５月

４日発生）での発生が認められ、えびの市でのまん延が危惧されたが、関係者によ

って迅速、かつ、的確な防疫措置が講じられた結果、その後の発生は近隣の牛飼養

農場である６８例目農場（５月１１日発生）及び８３例目農場（５月１３日発生）

の２農場のみであった。

９例目農場（ウイルス侵入推定９番目 ：えびの市①）

（P４８～４９の再掲）

所 在 地：えびの市

飼 養 状 況：牛 ２７７頭

発 生 確 認 日：４月２８日

推 定 発 症 日：４月１７日

推定ウイルス排出日：４月１４日

推定ウイルス侵入日：４月１０日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

当該農場は、年間約１４０～１５０頭の牛を出荷しており、出荷頭数が少ない場

合には、同一系列の集荷トラックに混載して出荷していた。直近では、今年４月

１３日、同一系列である７例目農場で９頭を積んだ後、当該農場において同じ集荷

トラックに３頭を積み込み、食肉処理場に出荷している。

４月１３日には７例目農場で既に発症していた時期（推定発症日：４月８日）以

降と推定されること、また、当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期（推

定ウイルス侵入日：４月１０日）であることから、７例目農場から当該農場にウイ

ルスが侵入した可能性が高いと考えられる。
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２ 飼料関連

【侵入】

４月１７日に７例目農場へ飼料が搬入されていたが、同日に同一車両が当該農場

にも飼料を搬入していた。この時期は既に７例目農場で発症していたと推定される

時期（推定発症日：４月８日）であり、１７日は当該農場へウイルスが侵入したと

推定される時期（１０日）に近いことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は

否定できない。

【伝播】

飼料運送業者が搬入していた他の農場を追跡調査した結果、異常が認められず、

飼料運送業者がウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 人関連

① 獣医師

【伝播】

４月１９日に獣医師が診察したところ、１頭に流涎が認められ口腔内を観察した

が、水疱が確認できなかったため、口内炎の治療を行った。この獣医師が関与した

他の農場では異常は認められず、このことがウイルス伝播の要因となった可能性は

低いと考えられる。

② 従業員

【侵入】

通常は農場主とその家族で牛の飼養管理を行っていたが、系列農場の従業員が時

々訪問していた（発生確認日の前後では３月２０日、４月２０日 。）

、 、３月２０日は当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期よりも早く また

４月２０日には既に発症していたため、これらの訪問が当該農場へのウイルス侵入

の要因となった可能性は低いと考えられる。

４ 野生動物

牛舎内でハト、カラス、アナグマ、ネズミが確認されていた。

５ その他

【伝播】

４月１０日に２２例目の発生農場（えびの市）も使用していた共同たい肥場に搬

出した。当該農場にウイルスが侵入した時期は、７例目農場からのトラックが立ち

寄った４月１３日であると考えられ、この共同たい肥場を介して２２例目農場に伝

播した可能性は低いと考えられる。さらに、この共同たい肥場を使用していた他の

農場において、異常は確認されていない。
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２２例目農場（ウイルス侵入推定１８番目）：えびの市②

所 在 地：えびの市

飼 養 状 況：豚 ３２０頭

発 生 確 認 日：５月 ５日

推 定 発 症 日：４月２６日

推定ウイルス排出日：４月２３日

推定ウイルス侵入日：４月１９日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 豚の導入

【侵入】

本年４月以後、豚の導入がないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は

極めて低い。

② 豚の出荷

【伝播】

月に２回、１回２５頭程度を出荷しており、最終出荷日は４月２６日である。こ

、 、の日にはウイルスの排出が始まっていたと推定されるが 出荷先農場に異常はなく

伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入・伝播】

飼料運送業者が４月３１日及び５月１日に立ち入っていたが、他の発生農場との

、 。関連がないことから ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可能性は極めて低い

３ 敷料関連

【侵入・伝播】

敷料運送業者が４月２０日に立ち入っていたが、他の発生農場との関連がないこ

とから、ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可能性は極めて低い。

４ 人関連

① 農場主本人

【侵入】

農場主からの聞き取り調査によると、農場主は４月１４～１７日の間、市内の牛

飼養者２名（いずれも非発生農場）等とともに中国（上海、広州）を訪問していた

65



が、滞在先で偶蹄類を飼養している農場は訪問しておらず、また、川南地区で分離

されたウイルスとえびの市（９例目）で分離されたウイルスが極めて近縁であるこ

とから、この海外訪問によって川南地区へのウイルス侵入とは別に当該農場へウイ

ルスが侵入した可能性は低い。

【伝播】

農場主はえびの市の他の発生農場を訪問しておらず、ウイルス伝播の要因となっ

た可能性は低い。

② 獣医師

【侵入】

獣医師は４月７日に当該農場を訪問していたが、当該農場以外の発生農場を訪問

していないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低い。

【伝播】

獣医師は４月７日に当該農場を訪問後、２２ヶ所の農場を訪問していたが、これ

らの農場で異常は確認されておらず、ウイルス伝播の要因となった可能性は極めて

低い。

５ 野生動物

多くのカラスが豚舎内に侵入していた。

その他６

【侵入・伝播】

① ９例目農場（４月２８日発生）から当該農場は約１ｋｍ、当該農場から６８例目

農場は約８０ｍ、当該農場から８３例目農場は約１ｋｍと、えびの市の発生農場は

近接している。したがって、９例目農場から当該農場、６８例目農場及び８３例目

農場の順で近隣伝播が起き、ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可能性は否定

できない。

② ９例目農場ではウイルスの侵入日と推定される４月１０日を最後にふん尿を輸送

していないが、９例目農場及び当該農場が使用しているたい肥置場が当該農場の近

隣にあることから、近隣伝播により当該農場へのウイルス侵入の要因となった可能

性は否定できない。
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６８例目農場（ウイルス ：えびの市③侵入推定９１番目）

所 在 地：えびの市

飼 養 状 況：牛 ２９頭

発 生 確 認 日：５月１１日

推 定 発 症 日：５月 ８日

推定ウイルス排出日：５月 ５日

推定ウイルス侵入日：５月 １日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

当該農場では、家畜市場で購入した牛を９か月間肥育してから出荷していた。４

月２２日に家畜市場で牛３頭を購入したが、当該農場にウイルスが侵入したと推定

されている時期とはずれており、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考え

られる。

２ 飼料関連

【侵入】

４月２７、２８日に飼料運送業者が当該農場に立ち入っていた。他の関連農場に

異常が認められないが、ウイルス侵入が推定される時期であることから、当該農場

へのウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

【伝播】

同一の飼料運送業者が搬入していた他の農場を追跡調査した結果、異常が認めら

れず、飼料運送業者がウイルス伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 人関連

① 獣医師

【侵入】

当該農場への往診は年に１回ないし２回程度であり、ウイルス侵入が推定される

時期に当該農場への立入りはなかったため、ウイルス侵入の要因となった可能性は

ないと考えられる。

② その他

【侵入】

４月２１日に農協職員が立ち入っていたが、発生牛舎とは約１．２ｋｍ離れた別
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牛舎であり、また、ウイルス侵入が推定される時期とずれることから、ウイルス侵

入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

４ 敷料関連

【侵入】

当該農場へのウイルス侵入が推定されている時期（５月１日）にオガクズが搬入

されているが、当該農場へ搬入している業者は他の畜産農家へ搬入していないこと

から、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

５ 野生動物

【侵入】

当該農場は、２２例目農場（推定ウイルス侵入日：４月１９日）と同様に野鳥や

野生生物が農場内に簡単に侵入できる状態であり、特にカラスが餌槽付近に多く見

られたことから、カラス等による機械的伝播がウイルスの侵入要因となった可能性

が否定できない。

６ その他

【侵入】

当該農場は２２例目農場と線路を挟んで向かいに位置しており、直線距離にして

約８０ｍである。聞き取り調査によると、２２例目農場の殺処分・埋却作業中（５

月５日）に石灰が風で運ばれてきたとのことであるが、風による伝播がウイルス侵

入の要因となった可能性がある。

【伝播】

ふん尿は当該農場内のたい肥場で処理した後、同一敷地内にある自己所有の畑に

散布しており、当該農場外への移動はなかったことから、ウイルス伝播の要因とな

った可能性は低いと考えられる。
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８３例目農場（ウイルス侵入推定８６番目）：えびの市④

所 在 地：えびの市

飼 養 状 況：牛 ４６頭

発 生 確 認 日：５月１３日

推 定 発 症 日：５月 ８日

推定ウイルス排出日：５月 ５日

推定ウイルス侵入日：５月 １日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入・伝播】

発生確認日の前２１日間に牛の導入及び出荷は認められておらず、牛の移動がウ

イルスの侵入及び伝播の要因となった可能性は低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入・伝播】

飼料運送業者が５月８日に立ち入っていたが、他の発生農場との関連がないこと

から、ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

３ 敷料関連

【侵入・伝播】

５月１１日に敷料を自己所有のトラックで木材業者に取りに行っているが、当該

木材業者と他の発生農場との関連がないことから、ウイルスの侵入及び伝播の要因

となった可能性は極めて低いと考えられる。

４ 人関連

① 農場主本人

【侵入・伝播】

他の牛飼養農場（非発生農場）への立入りや、地域の生産者の会合（出席者は当

該農場主以外すべて非発生農場）への出席等が確認されているが、これらの関連農

場に異常は認められなかったことから、ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可

能性は極めて低いと考えられる。

② 獣医師

【侵入・伝播】

獣医師の立入りがないことから、ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可能性
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はない。

５ 野生動物

牛舎周辺にはカラスが多く、牛舎内ではネズミのふんやハエが確認された。

６ その他

【侵入・伝播】

９例目農場（４月２８日発生）から２２例目農場（５月５日発生）は約１ｋｍ、

２２例目農場から６８例目農場（５月１１日発生）は約８０ｍ、２２例目農場から当

該農場は約１ｋｍと、えびの市の発生農場は近接している。

したがって、９例目農場から２２例目農場、６８例目農場及び当該農場の順で近隣

伝播が起き、ウイルスの侵入及び伝播の要因となった可能性は否定できない。
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○ 日向市及び西都市の事例

日向市（２８４例目農場）及び西都市（２８３例目農場）については、ウイルス

の排出が始まっていたと推定される児湯地区の発生農場へ搬入した同じ飼料運送業

者の人・車両が、同日又は連続した日に行き来があったことがその運送記録によっ

て確認された。したがって、この際の飼料運送業者の車両又は人の移動によってウ

イルスが侵入し、感染した可能性があると考えられる。

また、西都市内の発生農場間（２８３例目農場と２８９例目農場）では、連続し

た日に、それぞれの農場から牛を出荷しており、その際、同一車両が使用されてい

たことが確認された。したがって、この際の家畜運搬車両又は人の移動によってウ

イルスが侵入し、感染の原因となった可能性があると考えられる。

２８４例目農場（ウイルス侵入推定２５９番目 ：日向市）

所 在 地：日向市

飼 養 状 況：牛 ３６４頭

発 生 確 認 日：６月１０日

推 定 発 症 日：５月２８日

推定ウイルス排出日：５月２５日

推定ウイルス侵入日：５月２１日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

家畜の導入は３月が、出荷も４月１９日が最後であり、当該農場にウイルスが侵

入する要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

また、５月１日には死亡獣畜処理業者が死亡牛の回収に来ていたが、当該農場に

ウイルスが侵入したと推定される時期よりも早く、ウイルス侵入の要因となった可

能性は低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

飼料運送業者は週に１回程度の頻度で当該農場に飼料を搬入していたが、うち、

５月２２日の訪問は当該農場にウイルスが侵入したと推定される時期と重なり、か

つ、この時期ウイルスが排出されていたと考えられる１９５例目農場を訪問した後
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に当該農場に搬入していたことから、ウイルス侵入の要因となった可能性があると

考えられる。

３ 敷料関連

【侵入】

敷料導入元の木材業者は２社であったが、双方とも関連農場に異常は認められて

おらず、敷料運送業者がウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えら

れる。

４ 人関連

【侵入】

３名の従業員は、いずれも口蹄疫の発生が確認された４月２０日以後、他の農場

に立ち入っていない。また、当該農場は山奥に位置しており、部外者の立入は想定

し難いことから、従業員や部外者がウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考

えられる。

５ 野生動物

牛舎周辺では日頃から多くの野鳥が見られた。
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２８３例目農場（ウイルス侵入推定２８５番目 ：西都市①）

所 在 地：西都市

飼 養 状 況：牛 ５４２頭

発 生 確 認 日：６月１０日

推 定 発 症 日：６月 ７日

推定ウイルス排出日：６月 ４日

推定ウイルス侵入日：５月３１日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

発生前の最後の家畜導入は４月２０、２１日であり、当該農場にウイルスが侵入

したと推定される時期よりも早く、この家畜の導入がウイルス侵入の要因となった

可能性は極めて低いと考えられる。

【伝播】

５月３１日、６月１日に肥育牛を出荷しており、同一車両が６月２日に２８９例

目農場（ウイルス侵入推定２８９番目）の出荷でも使用されていたことから、この

出荷車両が２８９例目農場にウイルスを伝播する要因となった可能性があると考え

られる。

２ 飼料関連

【侵入】

５月２６日、２７日に飼料を搬入した車両がその前日に既にウイルス排出時期に

あったと推定される農場（２２７例目、２８４例目）へそれぞれ搬入していたこと

から、これらの車両がウイルス侵入の要因となった可能性は否定できない。

３ 敷料関連

【侵入】

木材業者が敷料を当該農場に搬入したのは４月下旬が最後であり、当該農場にウ

イルスが侵入する要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

４ 人関連

【侵入】

５月３１日及び６月１日に出荷に立ち会った農協職員が、５月２４日にワクチン

接種の補助に行っており、うち１農場が６月１１日に発生農場（２８７例目）とな
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っている。

５月２４日は２８７例目農場にウイルスが侵入したと推定される時期より早く、

このことがウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

５ 野生動物

農場内ではハトが多く見られたほか、たぬき、猫、カラスが見られた。
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２８９例目農場（ウイルス侵入推定２８９番目 ：西都市②）

所 在 地：西都市

飼 養 状 況：牛 ３３頭

発 生 確 認 日：６月１３日

推 定 発 症 日：６月 ９日

推定ウイルス排出日：６月 ６日

推定ウイルス侵入日：６月 ２日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

発生前最後の導入は４月１、１１日であり、当該農場にウイルスが侵入したと推

定される時期よりもかなり早く、ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低い

と考えられる。

６月２日の出荷で使われた車両が、その前日に２８３例目農場（ウイルス侵入推

定２８５番目）の出荷で使われており、この車両がウイルス侵入の要因となった可

能性があると考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

５月２４日及び５月３１日には２８３例目農場（ウイルス侵入推定２８５番目）

農場に搬入した車両が当該農場へ同日に搬入していたが、この時期は２８３例目農

場の推定ウイルス排出日（６月４日）より早いことから、ウイルス侵入の要因とな

った可能性は低いと考えられる。

３ 敷料関連

【侵入】

木材業者が敷料を当該農場に搬入したのは１月が最後であり、ウイルス侵入の要

因となった可能性は極めて低いと考えられる。

４ 人関連

【侵入】

口蹄疫の発生以来、農場主は隣の農家と協力して、毎日２回互いの牛舎を消毒し

ていたが、それらの農家では異常は認められず、このことがウイルス侵入の要因と

なった可能性は極めて低いと考えられる。
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５ 野生動物

農場内ではカラスが多く見られた。

６ その他

【侵入】

６月２日に出荷に立ち会った農協職員が、５月２４日にワクチン接種の補助に行

っており、うち１農場が６月１１日に発生農場（２８７例目）となっている。５月

２４日は２８７例目農場にウイルスが侵入したと推定される時期（５月２９日）よ

り早く、このことが本農場にウイルスが侵入した要因となった可能性は低いと考え

られる。
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○ 宮崎市の事例

宮崎市内で発生した３農場（２８５例目農場、２９１例目農場及び２９２例目農

場）については、同一地区に存在し、農場間の距離がそれぞれ数百ｍ程度しかない

ことから、飛沫核等による近隣伝播の可能性を否定できないが、これらの農場への

ウイルスの侵入経路を特定するには至らなかった。

２８５例目農場（ウイルス侵入推定２８６番目 ：宮崎市①）

所 在 地：宮崎市

飼 養 状 況：豚 １，３３９頭

発 生 確 認 日：６月１０日

推 定 発 症 日：６月 ７日

推定ウイルス排出日：６月 ４日

推定ウイルス侵入日：５月３１日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

最近は豚を導入していなかった。また、５月６日及び１２日に出荷したが、出荷

車両が訪問した他の農場に異常が認められなかったことから、当該農場にウイルス

が侵入する要因となった可能性は低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

当該農場に飼料を搬入していた業者は３社あり、うち２社は週に１回程度、残り

１社は週２回程度の頻度であった。

これらのうち、２社の関連農場には異常が認められず、残り１社は当該農場へ搬

入した日と前後して他の発生農場に搬入していたものの、当該農場にウイルスが侵

入したと推定される時期より早いことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は

低いと考えられる。

３ 人関連

【侵入】

５月３１日に離乳豚舎の給餌ラインを修理するため業者が訪問していた。この業
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者は衣服、長靴を交換せずに工事を行い、豚舎内にも立ち入っていたが、他の発生

農場との関連は確認されていないが、ウイルス侵入の要因となった可能性は否定で

きないと考えられる。

４ 野生動物

カラスが多く見られ、豚舎の中まで入ってきたとのこと。

５ その他

【侵入】

６月３日及び７日に近隣の農場から精液を導入していたが、提供元農場では異常

は認められず、ウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

【伝播】

２９２例目農場は当該農場から６５０ｍ程度、２９１例目農場は２９２例目農場

と同じ方向で１．３ｋｍ程度の距離に位置しており、当該農場からの近隣伝播が

２９１例目農場及び２９２例目農場へのウイルス伝播の要因となった可能性は否定

できない。
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２９１例目農場（ウイルス侵入推定２９１番目 ：宮崎市②）

所 在 地：宮崎市

飼 養 状 況：牛 ３８頭

発 生 確 認 日：６月１８日

推 定 発 症 日：６月１４日

推定ウイルス排出日：６月１１日

推定ウイルス侵入日：６月 ７日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

４月８日の導入が最後であり、出荷も４月が最後である。死亡獣畜処理業者もし

ばらく来ておらず、これらが当該農場にウイルスが侵入する要因となった可能性は

極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

２社が月に１～２回程度の頻度で搬入していたが、関連農場に異常は認められて

おらず、飼料運送業者がウイルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

３ 敷料関連

【侵入】

ノコクズを４月末に購入したのが最後であり、ウイルスが侵入したと推定される

、 。時期とずれており ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる

４ 人関連

【侵入】

特段の訪問者はなく、獣医師も口蹄疫が発生した４月２０日以後、当該農場を訪

問していないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えら

れる。

５ 野生動物

【侵入】

農場主の記憶によると、６月１６日からハトが非常に多く見られるようになり、

常に牛舎の屋根の上に止まり、網のすき間から牛舎に侵入していた。
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６ その他

【侵入】

当該農場は２８５例目農場から１．３ｋｍ程度の距離に位置しており、２８５例

目農場からの近隣伝播が当該農場へのウイルス侵入の要因となった可能性は否定で

きない。
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２９２例目農場（ウイルス侵入推定２９２番目 ：宮崎市③）

所 在 地：宮崎市

飼 養 状 況：牛 １６頭

発 生 確 認 日：７月 ４日

推 定 発 症 日：６月２１日

推定ウイルス排出日：６月１８日

推定ウイルス侵入日：６月１４日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

しばらくの間、導入しておらず、出荷も４月１９日の２頭が最後であった。死亡

獣畜処理業者もしばらく来ていないとのことであり、これらのことが当該農場にウ

イルスが侵入する要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

６月に入ってからは、３、９、２８日に本人が農協に取りに行っていたが、この

農協管内では当該農場以外に発生農場がないことから、ウイルスが侵入する要因と

なった可能性は低いと考えられる。

３ 敷料関連

【侵入】

、 、 （ ）６月以降に２回 無人精米所にもみ殻を取りに行っていたが 関連農場 １農場

に異常はなく、当該農場にウイルスが侵入する要因となった可能性は低いと考えら

れる。

４ 人関連

【侵入】

知人のワクチン接種対象農場の農場主や、清浄性確認検査のための獣医師等が訪

問していたが、関連農場に異常は認められておらず、ウイルス侵入の要因となった

可能性は極めて低いと考えられる。

５ 野生動物

、 、 。 、 、スズメ カラス ハトが見られた 口蹄疫発生後 牛舎に防鳥ネットを張ったが
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スズメ、ハトなどが入り込んでいたことがあった。

６ その他

【侵入】

当該農場は２８５例目農場から６５０ｍ程度の距離に位置しており、２８５例目

農場からの近隣伝播が当該農場へのウイルス侵入の要因となった可能性は否定でき

ない。
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○ 都城市及び国富町の事例

都城市の発生農場（２８０例目）の飼料運送については、鹿児島県の業者が志布

志港（鹿児島県）からの配送していたため、児湯地区の発生農場との関連は確認さ

れなかった。また、畜舎の敷料として使用するオガクズも都城市内の製材業者から

入手しており、材料の木材についても児湯地区との関連は確認されなかった。農場

へ入る動線と住宅への動線が重なっており、防疫上の問題点は確認されたものの、

近隣での発生も確認されておらず、当該農場へのウイルスの侵入経路を特定するに

は至らなかった。

なお、都城市の発生については、迅速な殺処分、埋却及び徹底した消毒が行われ

たため、当該農場のみの発生に止まった。

また、国富町の発生農場（２９０例目）についても、家畜関連、飼料関連及び人

関連について調査を行ったが、当該農場へのウイルスの侵入経路を特定するには至

らなかった。

２８０例目農場（ウイルス侵入推定２７８番目 ：都城市）

所 在 地：都城市高崎町

飼 養 状 況：牛 ２０８頭

発 生 確 認 日：６月 ９日

推 定 発 症 日：６月 １日

推定ウイルス排出日：５月２９日

推定ウイルス侵入日：５月２５日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

５月２０日及び２７日に自家用トラックで、６月２日には友人のトラックで牛を

出荷していたが、関連農場に異常はなく、当該農場にウイルスが侵入する要因とな

った可能性は低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

５月に入ってから飼料運送業者の車両が当該農場に飼料を搬入していたのは１４

回であり、同時期に当該農場以外に１４０の農場に搬入していたが、関連農場に異
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常は認められず、当該農場にウイルスが侵入する要因となった可能性は低いと考え

られる。

３ 敷料関連

【侵入】

木材業者に敷料を自家用トラックで取りに行っていたが、関連農場に異常は認め

られておらず、当該農場にウイルスが侵入する要因となった可能性は低いと考えら

れる。

４ 人関連

【侵入】

農場主からの聞き取りによれば、本人及び家族は５月中旬以降、都城市の外に出

かけたことはなかった。

また、獣医師や、怪我をした農場主に代わって作業するため、友人が農場を訪問

したが、関連農場に異常は認められず、当該農場にウイルスが侵入する要因となっ

た可能性は低いと考えられる。

５ 野生動物

農場内でイノシシが見られたことがあった。また、カラスやハトが家畜のえさを

食べていた。
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２９０例目農場（ウイルス侵入推定２９０番目 ：国富町）

所 在 地：国富町

飼 養 状 況：牛 ２３４頭

発 生 確 認 日：６月１６日

推 定 発 症 日：６月１２日

推定ウイルス排出日：６月 ９日

推定ウイルス侵入日：６月 ５日

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

【侵入】

導入、出荷とも４月１４日が最後であり、ウイルス侵入の要因となった可能性は

極めて低いと考えられる。死亡獣畜処理業者は、５月以降当該農場を３回訪問して

いたが、ウイルスを排出していたと推定される時期の発生農場との関連がなく、当

該農場にウイルスが侵入する要因となった可能性は低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

発生前２１日の間に４社が当該農場を計１０回訪問していたが、１７１ヶ所の関

連農場に異常は認められず、ウイルスが侵入する要因となった可能性は極めて低い

と考えられる。

３ 人関連

【侵入】

獣医師の訪問は４月初めが最後であり、また、畑作業の際に近隣の畜産農家が数

名集まってきたことがあったが、これらの農場では異常は認められず、ウイルスが

侵入する要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

４ 野生動物

スズメ、カラスが見られた。
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（４）宮崎県家畜改良事業団における発生

宮崎県家畜改良事業団は、貴重な遺伝資源である種雄牛を飼養管理しており、厳格な

衛生管理がとられるべきであったが、種雄牛の能力を検定するための肥育牛が、フェン

スで仕切られてはいたものの同一敷地内で飼養され、かつ、その作業動線が交差するな

ど、実際には十分であるとは言い難い面もあったことが確認された。

事業団における発生の経緯及び調査の概要を以下に示す。

１０１例目農場（ウイルス侵入推定１０８番目）

（宮崎県家畜改良事業団）

所 在 地：高鍋町

飼 養 状 況：牛 ３０８頭

発 生 確 認 日：５月１６日

推 定 発 症 日：５月１１日

推定ウイルス排出日：５月 ８日

推定ウイルス侵入日：５月 ４日

〔発生の経緯〕

５月１０日： 宮崎県知事から農林水産大臣に対して、事業団が有する主力の種雄牛６

頭を移動制限区域外へ移動することを認めてほしい旨の要請。

農林水産省から宮崎県に対して、

① 移動前の徹底した清浄性の確認（移動に先立ち、臨床目視検査及び遺

伝子検査により種雄牛が口蹄疫に感染していないことの確認 、）

② まん延を防止するため、移動時及び移動後の厳格な管理（運送ルート

の事前確認、運搬車両等の十分な消毒、毎日の臨床目視検査及び継続的

な遺伝子検査 、）

③ 移動制限区域内の農家も含めた畜産関係者への十分な説明

が必要である旨を指摘。

５月１１日： 宮崎県から農林水産省に対して、移動対象となる種雄牛の詳細に加え、

移動に当たっての条件に関する案が提示されたため、農林水産省は、牛豚

等疾病小委員会の委員から本案に関する意見を聴取しつつ、本案に関する

具体的な検討を開始。

５月１２日： 宮崎県より農林水産省に対して、移動制限区域内の畜産関係者からの同

意が得られた旨の報告があるとともに、本件に関する協議文書が提示され
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た。また、１１日に採取した種雄牛６頭の検体を（独）動物衛生研究所が

遺伝子検査を行った結果、すべて陰性であることを確認。

５月１３日： 事業団は種雄牛を移動。農林水産省から宮崎県に対して、種雄牛の移動

は妥当と判断される旨を回答。

なお、４月２０日の１例目の発生確認後、事業団は１日２回の健康チェ

ックを実施しており、１３日朝のチェックにおいて、検定用肥育牛１頭に

発熱（３９．９度、牛の平熱は３８～３９度）が確認されたが、流涎等の

症状が見られなかったことから口蹄疫を疑わずに抗生物質を投与。

５月１４日： 別の４頭の検定用肥育牛に発熱（４０．４～４１．２度 、流涎、びら）

、 。んが確認されたことから １２時３０分に事業団から宮崎家保へ通報した

家保は速やかに立入検査を行い、発熱が確認された上記の５頭の検体を採

取して（独）動物衛生研究所へ送付した （遺伝子検査の結果は１６日に。

判明し、５頭すべてが陽性であったが、抗体検査の結果はすべて陰性であ

ったことから、口蹄疫の発症は初期段階にあったと考えられる ）あわせ。

て同日深夜、発症牛と同居していた１０頭から殺処分を開始。

５月１５日： 農林水産省は、事業団へ担当者を派遣し、発生前２週間の牛の健康チェ

ック表や業務日誌を確認するとともに、事業団に対する聞き取り調査を行

ったところ、種雄牛、検定用肥育牛ともに、１４日の前には口蹄疫が疑わ

れるような異常は見られなかったことを確認。

５月２１日： 尾八重農場に移動した種雄牛６頭については、毎日、臨床観察を行うと

ともに遺伝子検査を継続して行っていたが、６頭のうち１頭について、口

蹄疫の症状は示さないものの、検査結果が陽性となり、口蹄疫ウイルスに

感染したことが確認されたため、同日、当該種雄牛を殺処分。

残る種雄牛５頭については、

① それぞれ個別の牛房で飼養されていたこと、

② 飼養管理者も個別であったこと

から、２２日より２週間、臨床観察及び遺伝子検査を毎日実施するととも

に、２週間目の抗体検査によって感染していないことを確認。

〔要因ごとの調査結果〕

１ 家畜関連

① 牛の導入

【侵入】

本年４月以降の導入は３回、計８頭（最終導入は４月１２日）であるが、当該農

場にウイルスが侵入したと推定される時期よりも前であり、導入元の農場に異常が
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ないことから、ウイルス侵入の要因となった可能性は極めて低いと考えられる。

② 牛の出荷

【侵入】

本年４月以降に１回（４月１８日）食肉処理場へ出荷しているが、当該農場にウ

イルスが侵入したと推定される時期よりも前であり、ウイルス侵入の要因となった

可能性は低いと考えられる。

２ 飼料関連

【侵入】

５月４日に２か所の発生農場（１４１例目、推定ウイルス侵入日：５月３日、

４７例目、推定発症日：５月３日）に搬入した車両が、入場前の消毒は行っていた

ものの、５月５日の最初の配送先として事業団（推定ウイルス侵入日：５月４日）

へ搬入していたことが確認されている。これらの時期は近いことから、この飼料運

送業者の車両又は人の移動によってウイルスが持ち込まれた可能性がある。

３ 人関連

【侵入】

４月２０日の初発以降、外来者の立入りを禁止しており、獣医師及び削蹄師の訪

問はなく、動物用医薬品等の購入資材についても農場入口で消毒した後に搬入して

いた。また、修理業者が管理棟において、一度作業を行っているが、業者の車両は

敷地外に駐車し、事業団が準備した防護服等を装着した上で、噴霧器による消毒を

受けた後に立ち入っており、牛舎にも近づいていない。したがって、これらがウイ

ルス侵入の要因となった可能性は低いと考えられる。

４ 野生動物

４月２７日に牛舎、たい肥舎、倉庫に防鳥ネット等を設けるとともに、５月１５

日に駆除業者によるネズミ駆除を行った。

〔まとめ〕

・ 事業団では、種雄牛の飼養エリアと検定用肥育牛の飼養エリアが同一の敷地内で

隣接しており、種雄牛担当者と肥育牛担当者の作業動線も交差していた｡(４月２７

日に両エリアを分離する仕切り壁を設置）

・ また、事業団は、車両の消毒槽、消毒液噴霧装置、飼養エリアに入出場する際の

シャワー室等の防疫関連施設・設備を備えており、車両消毒は塩素系消毒薬を用い

て従業員、関係者の車両とも行われていたが、シャワーについては、第１例目の発

生が確認された４月２０日までは使用されておらず、飼養エリアへ入場する際には
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着替えのみであった。

・ ウイルスは５月上旬に侵入していたと考えられるが、５月４日に２か所の発生農

場に搬入した車両が、入場前の消毒は行っていたものの、５月５日の最初の配送先

として事業団へ搬入していたことが確認されており、この飼料運送業者の車両又は

人の移動によってウイルスが持ち込まれた可能性がある。
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４ 全体のまとめ

今回の口蹄疫の発生後、宮崎県及び国において疫学調査班を速やかに立ち上げ、発生

農家や関係者の協力を得て、侵入経路と感染経路を解明するための疫学関連情報を収集

してきた。

これまでに得られた情報、科学的知見を踏まえ、我が国への侵入経路とその後の伝播

経路について検討した （資料７及び８(Ｐ ９４～９５)を参照）。 .

（１）我が国へのウイルスの侵入

今回の口蹄疫の発生に際して分離されたウイルス株は、本年に香港、韓国及びロ

シアで分離されたウイルス株と非常に近縁であったことが確認された（我が国で

１０年前に発生した際のウイルス株とは近縁ではなかった 。そのため、特にアジ）

ア地域の口蹄疫発生国から人、あるいは物を介して侵入したと推定される。

中国で発生しているウイルス株は、東アジアで分離されているウイルス株と近縁

であるとの見方もあるが、中国は、同国内で分離されたウイルス株の遺伝子解析デ

ータを口蹄疫の確定診断機関（英国家畜衛生研究所）に提供していないため、今回

の我が国の発生で分離されたウイルス株との相同性は検証できなかった。

発生農場への立入調査を行った際の臨床症状やその進行の程度、血清中の抗体価

の測定結果等を基に疫学の専門家が一定のルールに従って各農場における発症日と

侵入日を推定した。これまで得られた情報に基づき推計したところ、ウイルスの侵

入が最も早かった農場は、６例目の農場と推定され、その時期は３月の中旬であっ

た。

６例目に続いて、１例目農場、７例目農場にウイルスが侵入したと推定され、そ

の時期は３月下旬から４月初めにかけてであった。このうち、６例目と１例目の間

には疫学的な関連が認められたものの、７例目との間には疫学的に特定の関連は確

認されなかった。

人関連では、農場関係者が海外へ渡航してウイルスを持ち帰る、あるいは、海外

から日本へ来た研修生や旅行者が持ち込む事例が想定されたため、農場関係者の海

外への渡航歴、我が国における研修生の受入れ状況、アジアの発生国からの旅行者

の宮崎県への訪問状況等について関係者、関係団体等に対する広範な聞き取り調査

等を行った。

これらの調査においては、発生農家と海外渡航者等との接点を確認することはで

きなかったものの、こうした人の動きに伴い我が国にウイルスが侵入した可能性は

否定できない。また、口蹄疫ウイルスの特性を考えれば、いわゆる畜産関係者以外
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の人の動きも把握する必要があるが、農場や畜産関連施設への人の出入りに関する

正確な記録が取られておらず、その把握は極めて困難であるなど、人の移動関係の

情報収集には限界があり、これ以上の調査は難しいものと考えられる。

物関連では、１０年前の発生については、中国産の麦わらが感染源として推定さ

れている。今回の発生事例においても１例目（ウイルス侵入推定２番目）農場等で

中国産の稲わらを使用していたことが確認されたが、初期の発生事例（６例目、１

、 ） 、 、例目 ７例目 において 中国産稲わらを使用していたのは１例目農場のみであり

この１例目農場へのウイルスの侵入推定日（３月２９日）は、６例目農場へのウイ

ルス侵入推定日（３月１９日）よりも遅い。

また、１例目農場で使用されていた中国産稲わらと同一ロットの稲わらを使用し

ていた農場のうち４戸（７２例目、２４５例目、２６２例目、２８４例目）が発生

農場となっているが、これらの農場における稲わらの使用開始時期は、それぞれの

農場にウイルスが侵入したと推定される時期よりもかなり早い。

、 、 、さらに 中国産稲わらについては 中国内で口蹄疫の発生がない地域で生産され

かつ、我が国の指定する施設において加熱処理を実施したもののみ、日本への輸出

を認めている。加えて、現地では日本の農林水産省職員が加熱状況を確認し、コン

テナを封印した上で日本へ輸出されている。

また、我が国の中国産稲わらの輸入量（２２年１月～４月実績）に占める宮崎県

の割合は１０％であり、残りの９０％が供給されている他の都道府県では口蹄疫の

発生が確認されていないことと併せて考えると、中国産稲わらが感染源となってい

る可能性は極めて低いと考えられる。

中国産稲わら以外の物については、口蹄疫の発生国に由来する家畜や畜産物がリ

スクが高い物として考えられるが、家畜については、動物検疫所において疾病の有

無を確認し、異常が認められた家畜の輸入は認めていない。また、畜産物等につい

ては、病原体が死滅するよう適切に処理された物以外は輸入を禁じており、感染源

となった可能性は概して極めて低いと考えられる。

（２）ウイルスの伝播

ウイルス侵入後の伝播経路については、疫学的分析によるウイルス侵入推定日を前

提として詳細な調査を行った。すべての発生農場に関する伝播経路が明らかになって

、 。いるわけではないが 多くの事例に共通する主な伝播要因としては以下が考えられる

① 人及び車両による伝播
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４月２０日の口蹄疫の発生が確認される以前に１０農場以上にウイルスが侵入し

ていたと推定されるが、これらの農場間における農場関係者、獣医師、人工授精師

及び削蹄師等の人の移動や家畜、飼料、たい肥、生乳、死亡獣畜又はその他の畜産

資材の運搬車両の動きが伝播の大きな要因であったと考えられる。

一方、農場や畜産関連施設への人の出入りに関する正確な記録が取られていなか

ったことに加え、地域における日常生活に伴う一般的な人の動きを把握することは

極めて困難であり、人の移動関係の情報収集には限界が見られた。

また、バイオセキュリティが高いとされていた農場については、消毒に関する装

置や施設が整備されていたものの、実際には十分な消毒が行われていなかった事例

や作業上の動線に関する衛生上の配慮が十分でなかった事例が確認された。

② 近隣農場への伝播

口蹄疫に感染した牛や豚は呼気中やふん尿中に大量のウイルスを排出するため、

周辺環境がウイルスで汚染される。川南町を中心とする多発生地域では、多くの発

生農場で感染動物を殺処分するまでに長い時間を要したことや、牛の百倍～２千倍

程度のウイルスを排出する豚にまで感染が拡大したことで、発生農場の周辺環境ま

でが大量のウイルスによって汚染されていたと考えられる。

また、一部の発生農場においては、近隣に設けられたたい肥置き場へ別の発生農

場からのふん尿が搬入されていたことが確認されており、ウイルスに汚染されたふ

ん尿を介して伝播した可能性がある。

これらのウイルスが飛沫核として飛散し、また、共通の道路の利用、野鳥や昆虫

などの小動物などによる機械的伝播など不特定の経路を介して周辺農場に拡がった

可能性がある。

（３）野生生物による伝播

宮崎県中部の山間部には口蹄疫に対して感受性がある偶蹄類として、シカ、カモシ

カ、イノシシが生息しており、野生動物による伝播の可能性についても検討した。具

体的には、８月２０日～９月１３日の間、シカ、イノシシ（計６５頭）からサンプル

を採材して検査したが、すべて陰性であった。また、住民からの通報などによって発

（ 、 、 ） （ ）見された野生の偶蹄類 ニホンジカ イノシシ ニホンカモシカ の死体 計１４頭

から採材したサンプルについても検査したが、すべて陰性であった。このように陽性

が認められていないことに加え、今回の発生農場の多くは平野部に位置しており、野

生動物が感染拡大において重要な役割を担ったとは考えにくい。
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（参考）野生動物に関するサーベイランス等の結果

○ サーベイランスの結果
８月２０日から９月１３日にかけて、地元の協力を得て検体を収集し、エライ

ザ法により抗体の有無を検査した。
検体が収集されたのは１６の地域 （地域別の検体数：川南町２、木城町６、。

、 、 、 、 、 、 、串間市１ 五ヶ瀬町１ 小林市３ 西都市８ 高千穂町９ 高原町３ 都農町９
西米良村１、延岡市４、日向市２、美郷町５、三股町１、都城市５、宮崎市５：
なお、下線は口蹄疫が発生した地域に付した）

動物種 検体数 結 果
ニホンジカ １６頭
イノシシ ４９頭 すべて陰性
合計 ６５頭

○ その他の調査結果
５月２５日から８月４日にかけて、住民からの通報などによって偶然に発見さ

れた野生の偶蹄類の死体等から検体を収集し、 法によりウイルス遺伝子の有PCR
無を検査した。

検体が収集されたのは５つの地域。（地域別の検体数：川南町５、木城町４、
西都市１、都農町３、宮崎市１：なお、下線は口蹄疫が発生した地域に付した）

動物種 検体数 結 果
ニホンジカ ５頭
イノシシ ７頭 すべて陰性
ニホンカモシカ ２頭
合計 １４頭

（４）今後の対応

引き続き、今後の防疫対応の参考になるよう、発生農家と最後まで発症せずワクチ

ン接種となった農家との防疫措置の違い等に関する調査を進めるとともに、今回採取

したウイルスの性状等を明らかにするため （独）動物衛生研究所において感染実験、

を行うこととする。また、本中間とりまとめに関しても、新たな情報があれば、さら

に調査を行うこととする。

なお、今後、疫学調査の精度を高め、侵入・伝播経路等の解明をより的確に進め

るためには、各農場等において、人・車両等の出入りに関する正確な記録が必要で

あると考えられる。
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（資料７）伝播経路に着目した発生農場間の関連図（１～１３例目）

約2km

900m

350m

２

１

５

11
12

８

約2km

９

半径200m以内

４

６

７10
３

13

1400m

都農町 川南町

えびの市

約70km

注）１．○内の数字は推定されるウイルス侵入の順番(13例目までの中で順番付け)
２．( ) 内の数字は発生を確認した順番
３．疫学関連情報は色分けし、関係する情報は同色で示した

①

②

⑬

⑥

⑦

⑩

⑨

⑧ ⑪

⑫

③

④

⑤
（６例目）

（１例目）
（８例目）

（11例目）

（３例目）

（７例目）

（２例目）

（４例目）

（５例目）

（12例目）

（13例目）

（10例目）
（豚） （豚）

（豚）

死亡獣畜処理業者

（９例目）

至川南町中心部 ⑧（12例目）のふん尿置場

200m
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（資料８）伝播経路に着目した発生農場間の関連図（ワクチン接種区域外等）
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289

286
292

291
約700m
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285
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都城市

国富町

西都市
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約700m

203

233

注）１．○内の数字は推定されるウイルス侵入の順番
２．( ) 内の数字は発生を確認した順番
３．疫学関連情報は色分けし、関係する情報は同色で示した
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（284例目）
（289例目）
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（280例目）
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（資料９） 口蹄疫疫学調査チームの委員名簿

【委 員】

明 石 博 臣 （国）東京大学大学院農学生命科学研究科教授
あか し ひろ おみ

黒 木 昭 浩 宮崎県延岡家畜保健衛生所衛生課主幹
くろ ぎ あき ひろ

末 吉 益 雄 （国）宮崎大学農学部獣医学科准教授
すえ よし ます お

○ 津 田 知 幸 （独）農業・食品産業技術総合研究機構
つ だ とも ゆき

動物衛生研究所企画管理部長

筒 井 俊 之 （独）農業・食品産業技術総合研究機構
つつ い とし ゆき

動物衛生研究所疫学研究チーム長

森 田 哲 夫 （国）宮崎大学農学部畜産草地科学科准教授
もり た てつ お

（ 、 、 ）敬称略 五十音順 ○：疫学調査チーム長

【オブザーバー】

呉 克 昌 （有）バリューファーム・コンサルティング
くれ かつ まさ

小 泉 透 （独）森林総合研究所野生動物領域長
こ いずみ とおる
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（資料１０）

口蹄疫疫学調査チーム検討会等の開催状況

平成２２年

４月２０日：第１０回牛豚等疾病小委員会

（口蹄疫疫学調査チームの設置について）

４月２６日：口蹄疫疫学調査チームの設置

４月２８日：第１１回牛豚等疾病小委員会

（疫学調査の報告）

４月２９日：第１回口蹄疫疫学調査チーム検討会及び現地調査

・現地調査（１例目農場）

・宮崎県における口蹄疫の発生状況について

・口蹄疫の疫学調査の進め方について

５月 ６日：第１２回牛豚等疾病小委員会

（口蹄疫疫学調査チームの報告）

５月１８日：第１３回牛豚等疾病小委員会

（口蹄疫疫学調査チームの報告）

６月 ７日：第２回口蹄疫疫学調査チーム検討会及び現地調査

・現地調査（９例目、２２例目、６６例目、８３例目農場）

・えびの地区における口蹄疫の発生状況及び防疫対応について

・これまでの疫学調査状況について

６月１３日：第１４回牛豚等疾病小委員会

（口蹄疫疫学調査チームの報告）

６月２４日：第３回口蹄疫疫学調査チーム検討会

・宮崎県における口蹄疫の発生状況及び防疫措置状況について

・ワクチン接種区域外への感染拡大要因の分析について

・口蹄疫発生に係るまん延防止対策について
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７月１９日：口蹄疫疫学調査チームの現地調査

～２０日

・現地調査（６例目、７例目、１０例目、３３例目、２８０例目農場）

７月２３日：第４回口蹄疫疫学調査チーム検討会

・宮崎県における口蹄疫の発生状況及び防疫措置状況について

・感染拡大要因の分析について

・今後の飼養衛生及び防疫措置について

８月２４日：第１５回牛豚等疾病小委員会及び第５回口蹄疫疫学調査チーム検討会

（合同開催）

（ 口蹄疫の疫学調査に係る中間的整理」の検討）「

８月２５日： 口蹄疫の疫学調査に係る中間的整理」の公表「

１０月１２日：第６回疫学調査チーム検討会

（疫学調査の進捗状況について）

注）上記に加え、現地調査チーム、国及び県の疫学調査班による現地調査等を頻繁に

実施。
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所在地 飼養形態 牛 豚 めん山羊

1 4/20 都農町 肉用牛繁殖 16

2 4/21 川南町 酪農 68

3 4/21 川南町 肉用牛肥育 118

4 4/22 川南町 肉用牛繁殖 64

5 4/23 川南町 肉用牛繁殖・肥育 76

6 4/23 都農町 酪農(水牛)/豚 42 2

7 4/25 川南町 肉用牛肥育 725

8 4/28 川南町 肉用牛肥育 1,019

9 4/28 えびの市 肉用牛肥育 277

10 4/28 川南町 豚 486

11 4/29 川南町 酪農 50

12 4/30 川南町 豚 1,473

13 5/1 川南町 豚 3,882

14 5/2 川南町 豚 333

15 5/2 川南町 肉用牛肥育 425

16 5/3 川南町 肉用牛繁殖 4

17 5/3 川南町 肉用牛繁殖 36

18 5/4 川南町 豚 15,957

19 5/4 川南町 豚 3,667

20 5/5 川南町 豚 797

21 5/5 川南町 豚 686

22 5/5 えびの市 豚 320

23 5/5 川南町 豚 4,724

24 5/6 川南町 豚 680

25 5/6 川南町 豚 4,601

26 5/6 川南町 豚 1,240

27 5/6 川南町 肉用牛繁殖 29

28 5/6 川南町 肉用牛繁殖 32

29 5/6 川南町 豚 3,689

30 5/6 川南町 肉用牛繁殖 51

31 5/6 川南町 豚 515

32 5/6 川南町 豚 1,255

33 5/6 川南町 豚 140

34 5/6 川南町 酪農/肉用牛繁殖･肥育 75

35 5/6 川南町 豚 2

36 5/7 川南町 肉用牛繁殖 47

37 5/7 川南町 豚 6,104

38 5/7 川南町 豚 8,378

39 5/7 川南町 豚 1,906

40 5/7 川南町 肉用牛繁殖 19

疑似患畜頭数（注）

（参考資料）口蹄疫の発生事例の概要

例目
発生

確認日
農場
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所在地 飼養形態 牛 豚 めん山羊

疑似患畜頭数（注）例目
発生

確認日
農場

41 5/7 川南町 肉用牛繁殖 65

42 5/7 川南町 豚 640

43 5/7 川南町 酪農/肉用牛繁殖･肥育 112

44 5/8 川南町 豚 703

45 5/8 川南町 酪農/肉用牛繁殖･肥育 68

46 5/8 川南町 酪農 9

47 5/8 川南町 肉用牛肥育 685 3

48 5/8 都農町 肉用牛繁殖・肥育 207

49 5/8 川南町 肉用牛肥育 186

50 5/9 川南町 豚 1,106

51 5/9 川南町 豚 654

52 5/9 川南町 肉用牛繁殖 17

53 5/9 川南町 肉用牛肥育 97

54 5/9 川南町 酪農 124

55 5/9 川南町 肉用牛繁殖 15

56 5/9 川南町 肉用牛繁殖 4

57 5/10 川南町 豚 835

58 5/10 川南町 肉用牛肥育 100

59 5/10 川南町 肉用牛繁殖 15

60 5/10 川南町 豚 9,282

61 5/10 川南町 肉用牛繁殖 9

62 5/10 川南町 肉用牛繁殖 15

63 5/10 川南町 肉用牛肥育 106

64 5/10 川南町 肉用牛繁殖 50

65 5/10 川南町 酪農 50

66 5/10 川南町 肉用牛肥育 645

67 5/10 川南町 豚 3,064

68 5/11 えびの市 肉用牛肥育 29

69 5/11 川南町 肉用牛繁殖 20

70 5/11 川南町 豚 153

71 5/11 川南町 酪農 114

72 5/12 都農町 肉用牛繁殖 40

73 5/12 川南町 肉用牛肥育 288

74 5/12 川南町 豚 1,127

75 5/12 川南町 豚 163

76 5/12 川南町 肉用牛繁殖・肥育 52

77 5/13 川南町 牛 50

78 5/13 川南町 牛 108

79 5/13 川南町 牛 9

80 5/13 川南町 豚 177
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所在地 飼養形態 牛 豚 めん山羊

疑似患畜頭数（注）例目
発生

確認日
農場

81 5/13 川南町 豚 211

82 5/13 川南町 豚 884

83 5/13 えびの市 牛 46

84 5/13 川南町 牛 37

85 5/13 川南町 牛 76

86 5/13 川南町 牛 9

87 5/14 川南町 肉用牛繁殖 26

88 5/14 川南町 肉用牛繁殖 35

89 5/14 川南町 肉用牛繁殖 30

90 5/14 川南町 肉用牛繁殖 13

91 5/14 川南町 肉用牛繁殖 5

92 5/16 川南町 肉用牛繁殖 30

93 5/16 川南町 肉用牛繁殖 32

94 5/16 川南町 豚 1,115

95 5/16 川南町 酪農/肉用牛肥育 147

96 5/16 川南町 肉用牛繁殖 16

97 5/16 川南町 肉用牛繁殖 37

98 5/16 川南町 肉用牛繁殖 8

99 5/16 川南町 肉用牛繁殖 28

100 5/16 川南町 肉用牛肥育 508

101 5/16 高鍋町 肥育 308

102 5/16 川南町 肉用牛繁殖 52

103 5/16 川南町 豚 1,411

104 5/16 川南町 肉用牛繁殖 14

105 5/16 川南町 肉用牛繁殖 15

106 5/16 川南町 豚 669

107 5/16 川南町 肉用牛繁殖 54

108 5/16 都農町 肉用牛繁殖 9

109 5/16 川南町 豚 1,369

110 5/16 川南町 肉用牛繁殖 32

111 5/16 高鍋町 酪農/肉用牛繁殖・肥育 218 2

112 5/18 川南町 肉用牛繁殖 62 2

113 5/18 川南町 肉用牛繁殖 15

114 5/18 川南町 肉用牛繁殖 39

115 5/18 川南町 肉用牛繁殖 112

116 5/18 川南町 豚 1,372

117 5/18 川南町 肉用牛繁殖 42

118 5/18 川南町 豚 5,699

119 5/18 新富町 酪農 22

120 5/18 川南町 豚 809
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所在地 飼養形態 牛 豚 めん山羊

疑似患畜頭数（注）例目
発生

確認日
農場

121 5/18 川南町 肉用牛繁殖 36

122 5/18 川南町 豚 8,235

123 5/18 川南町 肉用牛繁殖 124

124 5/18 高鍋町 豚 3,260

125 5/18 川南町 豚 9,130

126 5/18 川南町 豚 825

127 5/18 川南町 肉用牛繁殖 41

128 5/18 川南町 豚 1,714

129 5/18 川南町 豚 2,160

130 5/18 高鍋町 肉用牛肥育 248

131 5/18 新富町 肉用牛繁殖・肥育 186 1

132 5/19 川南町 肉用牛繁殖 77 1

133 5/19 川南町 肉用牛繁殖 53

134 5/19 川南町 肉用牛繁殖 17

135 5/19 川南町 肉用牛繁殖 93

136 5/19 都農町 肉用牛繁殖 39

137 5/19 川南町 肉用牛繁殖 10

138 5/19 都農町 牛 132

139 5/19 川南町 豚 827

140 5/19 川南町 豚 1,430

141 5/19 新富町 肉用牛肥育 829

142 5/19 川南町 豚 585

143 5/19 高鍋町 肉用牛繁殖・肥育 1,474

144 5/19 高鍋町 肉用牛繁殖 1,316

145 5/19 川南町 豚 1,058

146 5/19 新富町 肉用牛繁殖・肥育 521

147 5/20 川南町 肉用牛繁殖 55

148 5/20 川南町 肉用牛繁殖 7

149 5/20 川南町 肉用牛繁殖 45

150 5/20 川南町 肉用牛繁殖 53

151 5/20 川南町 肉用牛繁殖 48

152 5/20 川南町 肉用牛繁殖 41

153 5/20 都農町 肉用牛繁殖 6

154 5/20 都農町 肉用牛繁殖 16

155 5/20 川南町 豚 2,793

156 5/20 川南町 豚 312

157 5/20 高鍋町 肉用牛肥育 609

158 5/20 高鍋町 肉用牛肥育 1,441

159 5/20 川南町 豚 176

160 5/22 川南町 豚 798
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所在地 飼養形態 牛 豚 めん山羊

疑似患畜頭数（注）例目
発生

確認日
農場

161 5/22 川南町 肉用牛繁殖･肥育 238

162 5/22 川南町 肉用牛繁殖 8

163 5/22 木城町 肉用牛繁殖･肥育 884

164 5/22 高鍋町 肉用牛繁殖 3

165 5/22 川南町 肉用牛繁殖 54

166 5/22 西都市 肉用牛肥育 198

167 5/22 高鍋町 肉用牛繁殖 9

168 5/22 新富町 肉用牛肥育 165

169 5/22 新富町 肉用牛繁殖 26

170 5/22 高鍋町 肉用牛繁殖 115

171 5/22 西都市 種雄牛 1

172 5/22 木城町 豚 381

173 5/22 川南町 肉用牛繁殖・肥育 64

174 5/22 川南町 肉用牛繁殖 32

175 5/22 川南町 肉用牛繁殖 4

176 5/22 川南町 肉用牛繁殖 67

177 5/22 高鍋町 肉用牛肥育 118

178 5/22 高鍋町 豚 1,873

179 5/22 川南町 肉用牛繁殖 24

180 5/22 川南町 肉用牛繁殖 62

181 5/22 川南町 豚 997

182 5/23 都農町 肉用牛繁殖・肥育 286

183 5/23 新富町 肉用牛肥育 252

184 5/23 新富町 肉用牛繁殖・肥育 91

185 5/23 川南町 肉用牛繁殖 15

186 5/23 川南町 山羊 2

187 5/23 川南町 肉用牛繁殖 6

188 5/23 西都市 肉用牛肥育 157 8

189 5/23 川南町 豚 321

190 5/23 川南町 豚 355

191 5/23 川南町 豚 5,509

192 5/23 川南町 豚 1,210

193 5/23 川南町 肉用牛繁殖 24

194 5/24 川南町 肉用牛繁殖 23

195 5/24 新富町 肉用牛肥育 441

196 5/24 都農町 肉用牛繁殖 3

197 5/24 高鍋町 豚/酪農/肉用牛繁殖・肥育 53 281

198 5/24 川南町 肉用牛繁殖 18

199 5/24 川南町 肉用牛繁殖 26

200 5/24 新富町 肉用牛肥育 179
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所在地 飼養形態 牛 豚 めん山羊

疑似患畜頭数（注）例目
発生

確認日
農場

201 5/25 川南町 肉用牛繁殖 24

202 5/25 新富町 肉用牛繁殖 107

203 5/25 都農町 肉用牛繁殖 59

204 5/25 川南町 肉用牛繁殖 40

205 5/25 木城町 豚 2,135

206 5/25 川南町 肉用牛繁殖 9

207 5/25 川南町 肉用牛繁殖 14

208 5/25 川南町 肉用牛肥育 157

209 5/25 川南町 肉用牛繁殖 7

210 5/26 川南町 酪農/肉用牛肥育 96

211 5/26 川南町 肉用牛繁殖 33

212 5/26 都農町 肉用牛繁殖 227 1

213 5/26 高鍋町 豚 560

214 5/26 川南町 豚 1,239

215 5/26 川南町 豚 80

216 5/26 高鍋町 肉用牛繁殖 2,319

217 5/26 川南町 肉用牛繁殖 25

218 5/26 川南町 酪農 16

219 5/27 川南町 肉用牛繁殖 15

220 5/27 都農町 肉用牛繁殖 10

221 5/27 川南町 肉用牛繁殖 21

222 5/28 高鍋町 豚 2,960

223 5/28 川南町 肉用牛繁殖 45

224 5/28 川南町 酪農 16

225 5/29 川南町 豚 552

226 5/29 川南町 豚/肉用牛繁殖 8 279

227 5/29 高鍋町 肉用牛繁殖・肥育 4,222

228 5/29 高鍋町 肉用牛繁殖 1,018

229 5/29 高鍋町 肉用牛繁殖 620

230 5/29 都農町 肉用牛繁殖 33

231 5/29 川南町 肉用牛繁殖 46

232 5/29 川南町 肉用牛繁殖 48

233 5/30 新富町 肉用牛肥育 410 1

234 5/30 川南町 肉用牛繁殖 3

235 5/30 西都市 肉用牛繁殖 876

236 5/30 都農町 肉用牛繁殖 4

237 5/30 新富町 肉用牛繁殖 35

238 5/30 都農町 肉用牛繁殖 64

239 5/31 川南町 酪農 39

240 5/31 高鍋町 肉用牛繁殖 41
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241 5/31 川南町 肉用牛繁殖 23

242 5/31 川南町 酪農/肉用牛繁殖 84

243 5/31 都農町 肉用牛繁殖 252

244 5/31 都農町 肉用牛繁殖 28

245 5/31 都農町 肉用牛繁殖 12

246 5/31 川南町 肉用牛繁殖 68

247 5/31 都農町 肉用牛繁殖 13

248 6/1 都農町 豚 4,837

249 6/1 都農町 肉用牛繁殖 5

250 6/1 高鍋町 肉用牛繁殖 43

251 6/1 都農町 肉用牛繁殖 26

252 6/1 川南町 肉用牛繁殖・肥育 295

253 6/1 西都市 肉用牛肥育 787

254※ 6/2 川南町 酪農/肉用牛肥育 55 1

255※ 6/2 都農町 豚 842

256※ 6/2 高鍋町 豚 2,187

257※ 6/2 都農町 肉用牛繁殖 119

258※ 6/2 川南町 豚 4,832

259※ 6/2 川南町 豚 793

260※ 6/2 川南町 肉用牛繁殖 22

261※ 6/2 川南町 豚 662

262※ 6/2 都農町 肉用牛繁殖 86

263※ 6/2 川南町 肉用牛繁殖 42

264※ 6/2 都農町 肉用牛繁殖 6

265 6/3 新富町 肉用牛繁殖 22

266※ 6/3 高鍋町 肉用牛繁殖 70

267※ 6/3 川南町 肉用牛繁殖 12

268※ 6/3 川南町 豚 617

269※ 6/3 都農町 肉用牛繁殖 80

270 6/4 川南町 豚 307

271※ 6/4 新富町 肉用牛繁殖 43

272 6/5 川南町 肉用牛繁殖 67

273※ 6/5 新富町 肉用牛肥育 372

274※ 6/5 木城町 豚 915

275※ 6/6 都農町 肉用牛繁殖 25

276 6/7 川南町 肉用牛繁殖 51

277 6/8 川南町 豚 2,585

278 6/8 川南町 豚 1,332

279※ 6/8 高鍋町 肉用牛繁殖 332

280※ 6/9 都城市 肉用牛肥育 238
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281※ 6/10 木城町 豚 1,807

282※ 6/10 川南町 豚 32 590

283※ 6/10 西都市 肉用牛肥育 542

284※ 6/10 日向市 肉用牛肥育 364

285※ 6/10 宮崎市 豚 1,339

286※ 6/11 川南町 肉用牛繁殖 73

287※ 6/11 西都市 肉用牛繁殖・肥育 2,426

288 6/12 新富町 豚 6,172

289※ 6/13 西都市 肉用牛繁殖・肥育 33

290※ 6/16 国富町 肉用牛肥育 243

291※ 6/18 宮崎市 肉用牛繁殖 38

292※ 7/4 宮崎市 肉用牛繁殖 16

頭数　  計 37,454 174,132 22

農場数 計 209 86 10

注２　「※」を付した農場は臨床診断によって発生の有無を確認した。

注１　「疑似患畜頭数」は関連農場を含む７月１６日時点の頭数であり、今後変更しうることに留意されたい。
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